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「
立
法
者
législateur」
と
「
正
す
者
justicier」：

盛
期
中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
上
訴
制
と
王
権

│
│
ル
イ
九
世
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
令
を
中
心
に
│
│

薮

本

将

典

一

は
じ
め
に

㈠

問
題
提
起

㈡

検
討
対
象
と
し
て
の
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
人
物
像
と

司
法
改
革
令

二

ル
イ
九
世
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
司
法
改
革
令
の

制
定
経
緯

㈠

一
二
二
九
〜
一
二
四
九
年
に
お
け
る
王
領
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
惨
状

㈡

ル
イ
九
世
の
親
政
開
始
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
到
来

㈢

ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
人
物
像
を
め
ぐ
る
対
立
：
モ
リ

ニ
エ
／
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
論
争

三

ル
イ
九
世
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
司
法
改
革
令
の

比
較

㈠

一
二
五
四
年
一
二
月
の
ル
イ
九
世
に
よ
る
司
法
改
革
令
（
大
王

令
）

㈡

一
二
五
四
年
頃
の
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
司
法
改

革
令

四

ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
上
訴
制
の
整
備

㈠

中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
上
訴
制

㈡

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
、
伯
を
頂
点
と
し
た
「
上
訴
制
：
裁
判

機
構
」
の
整
備

㈢

最
終
審
た
る
伯
の
権
威

五

総
括
：
ク
リ
ネ
ン
の
分
析
系
に
よ
る
整
理
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一

は
じ
め
に

㈠

問
題
提
起

一
二
四
九
年
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
逝
去
に
伴
い
、
そ
の
所
領
で
あ
る
南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
一
帯
は
、
異
端
カ
タ
リ
派

の
弾
圧
に
名
を
借
り
た
北
仏
王
権
に
よ
る
南
仏
征
服
戦
争
た
る
、
ア
ル
ビ
十
字
軍
の
終
結
に
際
し
て
締
結
さ
れ
た
一
二
二
九
年
の

「
パ
リ
和
約
」
に
基
づ
き
、
い
わ
ば
「
親
王
領
apanage」
の
形
で
王
弟
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
支
配
下
に
入
っ
た
（

）。
か

1

く
し
て
、
南
仏
屈
指
の
領
邦
と
し
て
独
立
不
羈
を
誇
っ
た
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
は
、
伸
張
目
覚
ま
し
い
カ
ペ
ー
朝
王
権
の
支
配
体
制

に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
尊
厳
王

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト

（
二
世
）
以
来
、
カ
ペ
ー
朝
王
権
が
ロ
ー
マ
法
に
通
じ
た
側
近
「
レ
ジ
ス
ト
légistes」
を
重
用
し
、
王
の

権
威
を
ロ
ー
マ
皇
帝
の
絶
対
権
（
m
ajestas,m
erum
im
perium
,plena
jurisdictio,auctoritas,plena
potestasな
ど
）
に
擬
え
る
形

で
王
国
の
中
央
集
権
化
を
推
進
し
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
絶
対
権
の
中
核
と
な
っ
た
の
が
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス

の
法
文
（
Princepslegibussolutusest:D
.1.3.31
／
Q
uod
principiplacuitlegishabetvigorem
:D
.1.4.1.pr.）
に
由
来
す
る
立
法
権

の
概
念
で
あ
っ
た
（

）。
フ
ラ
ン
ス
の
法
史
家
Ｊ
・
ク
リ
ネ
ン
は
、
イ
タ
リ
ア
の
法
史
家
Ｆ
・
カ
ラ
ッ
ソ
の
影
響
の
下
、
盛
期
中
世
に
お

2

け
る
こ
の
よ
う
な
立
法
権
の
勃
興
を
「
立
法
絶
対
主
義
absolutism
e
législatif」
と
し
て
視
座
に
据
え
、
中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
「
学
識
法
droitsavant」
の
寄
与
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
が
（

）、
近
著
で
は
さ
ら
に
そ
の
分
析
系
を
押
し
広
げ
、「
法
国
家

3

l’Étatde
droit」
と
「
裁
判
国
家
l’Étatde
justice」
の
対
置
に
よ
る
「
至
高
権
souveraineté」
の
あ
り
よ
う
と
「
近
代
国
家

の
形
成
過
程
genèse
de
l’Etatm
oderne」
を
、
い
わ
ゆ
る
「
長
期
持
続
longue
durée」
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
（

）。
4

こ
れ
ら
ク
リ
ネ
ン
の
所
説
を
綜
合
す
る
と
、
盛
期
中
世
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
基
本
的
な
属
性
は
、「
立
法
者
た
る
国
王
roi

législateur」
と
「
正
す
者
た
る
国
王
roijusticier」
で
あ
り
、
両
者
は
不
可
分
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
即
ち
、
王
た
る
者
の
務
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め
は
法
を
制
定
し
て
規
範
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
を
実
際
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
正
義
を
取
り
戻
す
rendre
la

justice」（
判
決
を
下
す
＝
裁
判
を
行
う
）
こ
と
に
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
立
法
と
司
法
（
＝
法
適
用
に
際
し
て
の
解
釈
interprétation）

が
国
王
の
人
格
に
お
い
て
一
体
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ク
リ
ネ
ン
に
よ
る
以
上
の
分
析
は
、
歴
史
の
現
象
面
よ
り
も
理
念
モ
デ
ル
に
重
き
を
置
く
も
の
で
あ
り
、
結
論
を
急

ぎ
過
ぎ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
が
（

）、
翻
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
中
世
フ
ラ
ン
ス
史
家
Ｆ
・
Ｌ
・
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
が
、
中
世
ラ
ン
グ
ド
ッ

5

ク
法
史
研
究
の
基
礎
に
位
置
付
け
ら
れ
る
論
文
「
各
人
に
各
人
の
も
の
を
分
配
せ
よ
（

）」
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
三
世
紀
半
ば

6

以
降
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
が
、
国
王
主
導
の
法
に
準
拠
し
た
規
範
的
裁
判
に
よ
る
、
支
配
領
域
の
体
制
へ
の
取
り
込
み
に
お
い
て
王
国

の
他
の
地
域
を
先
導
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
か
の
地
に
お
け
る
ク
リ
ネ
ン
の
分
析
系
は
果
た
し
て
有
効
で
あ
ろ
う
か
。

㈡

検
討
対
象
と
し
て
の
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
人
物
像
と
司
法
改
革
令

ア
ル
ビ
十
字
軍
終
結
後
の
南
仏
に
お
け
る
北
仏
カ
ペ
ー
朝
王
権
の
伸
張
に
つ
い
て
の
古
典
的
名
著
で
あ
る
、『
ル
イ
聖
王
と
ポ
ワ

ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
│
│
南
仏
お
よ
び
西
部
地
方
の
王
領
へ
の
併
合
な
ら
び
に
未
刊
文
書
史
料
群
に
見
る
行
政
の
中
央
集
権
化

の
起
源
に
関
す
る
研
究
│
│
』（
一
八
七
〇
年
（

））
に
お
い
て
Ｅ
・
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
の
逝
去
と
「
パ

7

リ
和
約
」（
一
二
二
九
年
）
の
条
項
に
基
づ
い
て
、
一
二
四
九
年
に
同
伯
位
を
継
承
し
た
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
つ
い
て
、

歴
史
上
あ
ま
り
目
立
た
な
い
人
物
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
史
上
随
一
の
名
声
を
誇
る
兄
王
ル
イ
九
世
と
辛
苦
を
共
に
し
た
人
物
で
あ

り
、
両
者
は
そ
の
業
績
を
同
じ
く
す
る
分
ち
難
い
存
在
で
あ
る
と
の
人
物
像
を
提
示
し
て
い
る
（

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
所
領
で
あ
る
南

8

仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
（
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
）
の
「
良
き
統
治
」
に
専
念
し
、
こ
れ
に
行
政
上
の
一
体
性
を
与
え
る
こ
と
、
即
ち
「
フ

ラ
ン
ス
化
rendre
françaises」
を
そ
の
使
命
と
す
る
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
政
策
は
、
王
国
全
土
に
覇
権
を
確
立
し
よ
う
と
す
る

王
権
の
方
針
そ
の
ま
ま
の
、
ま
さ
に
兄
王
の
模
倣
な
い
し
当
時
の
王
権
理
念
の
反
映
に
他
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
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の
人
物
誌
は
王
権
に
よ
る
南
仏
併
合
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
り
、
熱
心
な
中
央
集
権
化
の
賜
物
で
あ
る
と
言
え
る
（

）。
し
か
し
、
そ
れ

9

は
単
純
な
同
化
政
策
と
は
異
な
り
、
彼
は
中
央
集
権
化
に
よ
っ
て
在
地
の
属
僚
や
自
治
都
市
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
貴
族
政
に
よ
る
横
暴

（
権
利
濫
用
）
を
取
り
払
い
、
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と
で
王
権
側
の
原
理
を
尊
重
さ
せ
る
に
際
し
て
、
自
発
性
と
独
創
性
を
発
揮
し
、

驚
嘆
と
賞
賛
に
価
す
べ
き
そ
の
巧
み
な
行
政
手
腕
に
よ
り
、
精
神
面
に
お
い
て
も
南
仏
を
王
権
に
帰
順
さ
せ
た
と
さ
れ
る
（

）。
10

こ
れ
に
対
し
、
一
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
古
文
書
学
の
権
威
Ａ
・
モ
リ
ニ
エ
は
、
自
身
も
編
者
の
ひ
と
り
と
し
て
校
訂
と
増
補
に

携
わ
り
、
現
在
も
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
史
研
究
の
基
礎
文
献
と
な
っ
て
い
る
『
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
概
史
』（
プ
リ
ヴ
ァ
版
（

））
の
中
で
、
折

11

に
触
れ
て
（
特
に
、
第
七
巻
所
収
の
「
ル
イ
九
世
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
行
政
に
関
す
る
研
究
」
と
題
す
る
論
考
（

））
ブ
ー
タ

12

リ
ッ
ク
と
は
異
な
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
綜
合
す
る
と
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
、
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
が
提
示
し
た
よ

う
な
、
兄
王
の
政
策
に
お
い
て
模
範
的
に
示
さ
れ
る
「
良
き
統
治
」
の
理
想
に
燃
え
た
、
北
仏
王
権
理
念
の
忠
実
な
る
実
行
者
と
い

う
よ
り
は
、
所
領
の
統
治
に
際
し
て
常
に
自
ら
の
権
力
に
固
執
し
、
か
つ
徴
税
に
よ
る
軍
資
金
の
調
達
に
熱
心
な
、
兄
王
に
比
し
て

よ
り
権
威
主
義
的
で
計
算
高
い
人
物
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。

以
下
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
人
物
像
を
め
ぐ
る
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
と
モ
リ
ニ
エ
の
見
解
の
相
違
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
一
二
五
二
年
か
ら
一
二
五
四
年
に
か
け
て
、
ル
イ
九
世
と
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
両
者
が
相
前
後
し
て
発
布
し
た

一
連
の
司
法
改
革
令
を
比
較
分
析
し
、
特
に
後
者
の
司
法
改
革
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
上
訴
制
の
整
備
に
着
目
し
つ
つ
、
そ
の
人
物

像
を
再
検
討
す
る
と
共
に
、
こ
れ
を
中
世
フ
ラ
ン
ス
王
権
理
論
に
関
す
る
近
時
の
有
力
説
で
あ
る
「
立
法
絶
対
主
義
」
の
枠
組
み
の

中
で
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
を
中
心
と
す
る
北
仏
カ
ペ
ー
朝
王
権
に
よ
る
南
仏
支
配
、
即
ち
南
仏
に
お
け
る
王

権
の
拡
張
と
中
央
集
権
化
の
意
義
を
再
定
位
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
。
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二

ル
イ
九
世
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
司
法
改
革
令
の
制
定
経
緯

㈠

一
二
二
九
〜
一
二
四
九
年
に
お
け
る
王
領
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
惨
状

一
二
二
九
年
の
「
パ
リ
和
約
（

）」
に
基
づ
い
て
、
北
仏
カ
ペ
ー
朝
王
権
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
の
う
ち
、
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
、
ナ
ル

13

ボ
ン
ヌ
、
ベ
ジ
エ
、
モ
ン
ペ
リ
エ
、
ア
グ
ド
、
ロ
デ
ー
ヴ
、
ニ
ー
ム
の
各
司
教
区
お
よ
び
ロ
デ
ー
ズ
と
ア
ル
ビ
司
教
区
の
一
部

（
Partes
A
lbiensis）
を
王
領
に
併
合
し
た
（

）が
、
一
二
四
七
〜
一
二
四
八
年
に
か
け
て
、
か
の
地
に
派
遣
さ
れ
た
国
王
の
巡
察
使
の

14

報
告
書
（

）か
ら
は
、
現
地
の
国
王
代
行
官
た
ち
に
よ
る
、
異
端
カ
タ
リ
派
の
弾
圧
に
名
を
借
り
た
未
曾
有
の
悪
逆
・
搾
取
の
実
態
を
窺

15

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
王
領
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
が
中
央
政
権
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
た
め
に
、
総
代
官
sénéchalを
は
じ
め
と
す
る
当

地
の
国
王
代
行
官
た
ち
は
無
制
約
な
自
由
を
享
受
し
て
お
り
、
一
二
四
七
年
に
国
王
の
巡
察
使
が
来
訪
す
る
ま
で
、
遵
守
す
べ
き
中

央
の
意
向
が
届
か
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
は
、
彼
ら
の
あ
ら
ゆ
る
専
横
が
罷
り
通
り
、
も
は
や
か
の
地
の
民
の
間
に
正
義
は
存

在
せ
ず
、
全
土
で
混
乱
が
生
じ
て
い
た
（

）。
か
く
て
、
総
代
官
が
蓄
財
の
た
め
、
最
も
過
酷
で
頻
繁
に
用
い
た
手
法
が
、
裁
判
権
の
濫

16

用
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
で
き
る
だ
け
多
額
の
罰
金
を
せ
し
め
る
こ
と
と
古
来
の
罰
金
額
の
割
合
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
あ
り
、

数
多
の
者
た
ち
が
い
わ
れ
の
な
い
罪
科
や
措
置
の
対
象
と
な
り
、
不
当
に
高
い
罰
金
が
科
さ
れ
て
い
た
（

）。
こ
の
よ
う
に
、
王
領
ラ
ン

17

グ
ド
ッ
ク
に
お
け
る
総
代
官
は
、
い
わ
ば
「
小
さ
な
暴
君
petits
tyrants」
と
し
て
、
気
紛
れ
と
暴
力
、
そ
し
て
無
責
任
か
ら
来

る
横
暴
を
恣
に
し
、
己
の
欲
望
を
満
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
総
代
官
に
服
属
す
る
代
官
viguierや
副
代
官
sous-viguier、

城
代
châtelain
や
徴
税
官
baile
も
、
こ
う
し
た
不
正
と
強
欲
の
列
に
加
わ
っ
て
お
り
（

）、
王
権
に
対
す
る
人
々
の
不
満
は
予
断
を

18

許
さ
な
い
ほ
ど
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（

）。
19

他
方
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
に
残
さ
れ
た
所
領
（
Partes
T
holosae）
に
お
い
て
は
、
同
時
代
の
王
領
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
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に
比
し
て
混
迷
の
度
は
深
く
な
く
、
組
織
的
な
職
権
濫
用
が
行
な
わ
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
ず
、
あ
ま
つ
さ
え
都
市
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

は
諸
特
権
を
維
持
・
拡
大
さ
え
し
て
い
る
。
か
く
て
レ
モ
ン
七
世
の
死
は
、
所
領
全
体
に
広
く
悲
し
み
を
も
た
ら
し
、
王
領
地
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
惨
状
を
も
た
ら
す
、
北
仏
支
配
権
の
到
来
に
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
（

）。
20

㈡

ル
イ
九
世
の
親
政
開
始
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
到
来

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
全
土
を
め
ぐ
る
斯
様
な
状
況
は
、
一
二
四
九
〜
一
二
五
四
年
に
か
け
て
一
大
転
換
を
迎
え
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ

た
の
が
、
摂
政
母
后
ブ
ラ
ン
シ
ュ
・
ド
・
カ
ス
テ
ィ
ー
ユ
の
死
に
よ
る
ル
イ
九
世
の
親
政
開
始
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン
七
世
の

死
に
伴
う
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
位
の
継
承
で
あ
っ
た
（

）。
そ
し
て
、
彼
ら
兄
弟
に
よ
る
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
統
治

21

に
際
し
て
の
「
巡
察
使
enquêteurs：
inquisitores」
創
設
は
、
特
に
顕
著
な
転
換
点
を
な
す
も
の
と
目
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
巡
察
使
と
は
、
王
領
に
お
け
る
国
王
代
行
官
の
職
権
濫
用
を
調
査
し
、
彼
ら
に
よ
っ
て
不
正
に
徴
収
さ
れ
た
罰
金

や
没
収
さ
れ
た
財
産
を
返
還
す
る
た
め
に
国
王
が
派
遣
す
る
顧
問
官
で
あ
り
、
民
事
判
決
に
よ
っ
て
利
害
調
整
を
図
る
ば
か
り
で
な

く
、
ひ
ろ
く
民
の
訴
え
（
不
平
・
陳
情
）
を
募
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
告
発
を
行
な
う
点
を
特
徴
と
す
る
（

）。
封
臣
や
国
王
代
行
官
の

22

立
会
の
下
に
、
彼
ら
の
属
僚
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
人
々
に
証
言
を
促
す
の
が
主
な
任
務
で
あ
り
、
そ
の
権
限
は
総
代
官
区

全
体
に
及
ぶ
が
、
自
ら
の
判
決
の
執
行
権
限
を
除
き
、
不
正
の
懲
罰
権
限
は
持
た
な
い
（
そ
の
場
合
、
個
人
か
ら
の
訴
え
を
吟
味
し
、

総
代
官
や
代
官
と
い
っ
た
国
王
代
行
官
宛
の
国
王
の
通
達
に
則
っ
て
「
法
＝
懲
罰
」
を
行
な
う
）。
こ
の
よ
う
な
巡
察
使
の
創
設
に
よ
り
、

当
事
者
の
裁
判
費
用
や
国
王
に
訴
え
出
る
た
め
の
移
動
の
労
が
軽
減
さ
れ
、
こ
う
し
て
受
理
さ
れ
た
訴
え
が
改
革
王
令
の
起
草
に
資

す
る
こ
と
と
な
っ
た
（

）。
23

兄
王
の
行
政
の
良
い
点
を
導
入
す
べ
く
、
有
用
な
措
置
は
す
べ
て
取
り
入
れ
る
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
も
程
な
く
自
身
の
巡
察
使
を

持
つ
に
至
り
、
し
た
が
っ
て
従
前
の
国
王
巡
察
使
と
は
、
そ
の
目
的
（
属
僚
を
身
近
で
監
視
し
、
そ
の
不
正
を
糺
す
こ
と
）
を
同
じ
く
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す
る
。
し
か
し
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
、
自
身
の
巡
察
使
を
司
法
運
用
に
密
着
さ
せ
る
と
い
う
改
良
を
加
え
て
お
り
、
こ
の
点
に

お
い
て
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
に
対
す
る
意
識
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
（

）。
24

㈢

ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
人
物
像
を
め
ぐ
る
対
立
：
モ
リ
ニ
エ
／
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
論
争
（

）
25

こ
の
よ
う
に
、
ル
イ
九
世
と
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
政
策
を
比
較
す
る
の
に
際
し
、
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
は
一
貫
し
て
両
者
を
同
一
視

す
る
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
が
、
モ
リ
ニ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
少
々
危
険
か
つ
大
胆
に
過
ぎ
る
も
の
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、

ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
の
所
説
で
は
、
両
者
の
共
通
点
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
、
ル
イ
九
世
と
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
性
格
の
違
い
や
、
そ
れ

を
裏
付
け
る
制
度
の
違
い
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
遺
さ
れ
た
公
文
書
を
丹
念
に
読
み
込
め
ば
、
そ
の
歴
然
た
る
差
異

は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

１

公
文
書
に
表
れ
た
ル
イ
九
世
の
人
物
像

王
権
の
拡
大
・
発
展
に
積
極
的
で
あ
り
、
荒
廃
し
た
王
領
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
巡
察
使
を
派
遣
し
て
不
正
を
糺
し
、
王
令
を
も
っ
て

か
つ
て
の
姿
に
戻
そ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
reform
areの
本
義
（

）に
忠
実
で
あ
り
、
個
人
の
不
安
を
取
り
除
く
こ
と
を
旨
と
す
る
、
毅

26

然
と
し
た
か
つ
寛
大
な
政
策
は
南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
人
々
に
感
謝
と
愛
着
の
念
を
抱
か
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
ル
イ
九
世
が
発
し
た
多
く
の
「
通
達
m
andem
ent」
に
端
的
に
表
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
、
か
つ
て
不
正
に
獲
得
さ
れ
た

物
は
一
切
こ
れ
を
保
持
せ
ず
、
簒
奪
さ
れ
た
土
地
や
権
利
は
、
こ
れ
を
す
べ
て
個
人
に
返
還
し
、
普
く
法
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
不

断
の
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
27

２

公
文
書
に
表
れ
た
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
人
物
像

ル
イ
九
世
に
比
し
て
、
同
時
代
人
に
よ
る
年
代
記
中
に
ほ
と
ん
ど
記
述
が
な
く
、
そ
の
人
物
像
は
遺
さ
れ
た
公
文
書
か
ら
の
再
構

成
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
（

）、
パ
リ
近
郊
で
常
に
国
王
の
側
近
く
に
あ
り
な
が
ら
（

）、
き
め
細
か
な
指
示
を
記
し
た
文
書
を
絶
え
ず
自

28

29
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ら
の
代
行
官
宛
に
発
し
て
い
る
そ
の
姿
か
ら
は
、
病
弱
な
が
ら
も
果
断
に
富
ん
だ
性
格
と
、
南
仏
所
領
の
統
治
に
対
す
る
兄
王
顔
負

け
の
勤
勉
さ
と
几
帳
面
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
、
有
能
な
顧
問
官
（
ギ
ー
・
フ
ー
コ
ワ
、
ポ
ン
ス
・
ア
ス
ト
ー
、
シ
カ
ー
ル
・
ア
ラ
マ
ン
等
、
そ
の
多
く
は
レ
モ
ン
七
世
の
旧
臣
（

））
30

に
囲
ま
れ
、
細
か
い
点
に
ま
で
配
慮
し
て
各
事
案
に
包
括
的
な
指
示
を
与
え
、
そ
の
執
行
に
も
携
わ
る
か
た
わ
ら
、
諸
々
の
請
願
を

受
理
検
分
し
、
帳
簿
の
監
査
承
認
も
怠
ら
な
い
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
、
属
僚
の
不
正
を
根
絶
し
よ
う
と
す
る
真
摯
な
思
い
を
兄
王

と
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
他
方
で
兄
王
に
比
し
て
自
ら
の
「
権
威
│
権
力
autorité」
に
執
着
し
て
お
り
、
こ
れ

を
不
承
不
承
配
下
に
委
任
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
巡
察
使
に
寄
せ
ら
れ
た

訴
え
の
解
決
法
の
最
終
決
定
権
を
常
に
自
ら
に
留
保
し
て
お
り
（

）、
し
た
が
っ
て
伯
の
巡
察
使
や
属
僚
が
国
王
の
そ
れ
よ
り
広
汎
な
権

31

能
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
実
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
兄
王
の
よ
う
な
愛
す

べ
き
好
感
の
持
て
る
人
物
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
行
政
手
腕
に
か
け
て
は
同
時
代
人
の
群
を
抜
く
、
怜
悧
で
権
威
主
義
的
な
計
算

高
い
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
ル
イ
九
世
と
の
対
比
に
よ
る
、
こ
れ
ら
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
人
物
像
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
を
踏
ま
え
た

う
え
で
、
両
者
の
司
法
改
革
令
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
南
仏
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
お
け
る
王
権
の
拡
張
・
浸
透
の
様
相
を
析
出
し

て
み
た
い
。

三

ル
イ
九
世
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
司
法
改
革
令
の
比
較

㈠

一
二
五
四
年
一
二
月
の
ル
イ
九
世
に
よ
る
司
法
改
革
令
（
大
王
令
)
（

）
32

そ
の
内
容
を
一
瞥
す
る
と
、
王
権
は
巡
察
使
の
報
告
を
介
し
て
現
実
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
た
司
法
の
不
正
と
混
乱
か
ら
王
領

法学研究 84 巻 10 号（2011：10）

32



ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
臣
民
を
解
放
し
、
栄
え
あ
る
「
改
革
者
réform
ateur」
と
し
て
の
役
割
を
真
剣
に
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
（

）。
33

全
四
三
ヶ
条
は

部
に
大
別
さ
れ
、
第

部
の
一
二
ヶ
条
は
、
従
来
の
司
法
の
退
廃
・
職
権
濫
用
の
根
絶
と
そ
の
予
防
に
充
て
ら

2

1

れ
（
一
二
四
七
〜
一
二
四
八
年
の
国
王
巡
察
使
に
よ
る
調
査
報
告
（

）を
反
映
）、
個
別
の
濫
用
事
項
に
つ
い
て
総
代
官
に
よ
る
厳
粛
宣
誓
の

34

形
式
を
定
め
、
続
く
第

部
で
は
、
将
来
の
職
権
濫
用
を
抑
制
す
べ
く
、
行
政
や
裁
判
の
手
続
き
の
細
則
を
定
め
て
お
り
（

）、
そ
の
概

2

35

要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
第

部
】

1
・
総
代
官
と
そ
の
属
僚
は
、
現
地
で
承
認
さ
れ
た
慣
行
お
よ
び
慣
習
法
に
従
っ
て
、
身
分
の
上
下
・
財
産
・
階
級
・
外
国
人
の
別
を
問
わ
ず
、

万
人
に
対
し
て
等
し
く
裁
判
を
行
な
う
旨
を
宣
誓
す
べ
き
こ
と
。（
Ⅲ
)
（

）
36

・
国
王
の
諸
「
権
利
＝
法
」
を
探
求
し
て
こ
れ
を
守
る
こ
と
。
但
し
国
王
以
外
に
属
す
る
諸
「
権
利
＝
法
」
を
簒
奪
し
た
り
こ
れ
を
縮
減
し

た
り
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
行
使
を
妨
げ
る
こ
と
は
な
い
旨
を
宣
誓
す
べ
き
こ
と
。（
Ⅳ
)
（

）
37

・
総
代
官
は
係
累
も
含
め
、
金
銭
や
物
（
貴
金
属
そ
の
他
の
動
産
や
不
動
産
を
含
む
）
に
よ
る
贈
物
の
他
、
い
か
な
る
便
宜
供
与
・
接
待
も

受
け
な
い
旨
を
宣
誓
す
べ
き
こ
と
。
ま
た
、
善
意
で
こ
れ
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
宣
誓
に
基
づ
い
て
返
却
す
べ
き
こ
と
。（
Ⅴ
)
（

）
38

・
管
区
の
人
間
、
訴
訟
を
持
ち
込
ん
だ
者
、
訴
訟
に
際
し
て
召
喚
さ
れ
る
人
々
か
ら
、

リ
ー
ヴ
ル
を
超
え
て
借
金
を
し
て
は
な
ら
ず
、
ま

20

た
借
金
は
必
ず

ヶ
月
以
内
に
返
済
す
る
旨
を
宣
誓
す
べ
き
こ
と
。（
Ⅵ
)
（

）

2

39

・
国
王
顧
問
官
と
そ
の
係
累
、
財
務
官
、
巡
察
使
に
贈
物
を
し
な
い
旨
を
宣
誓
す
べ
き
こ
と
。（
Ⅶ
)
（

）
40

・
不
忠
で
不
誠
実
な
徴
税
官
や
高
利
貸
し
、
破
廉
恥
な
者
は
こ
れ
を
放
置
せ
ず
、
そ
の
行
き
過
ぎ
を
正
す
旨
を
宣
誓
す
べ
き
こ
と
。（
Ⅸ
)
（

）
41

・
裁
判
官
お
よ
び
代
官
は
、
総
代
官
の
係
累
に
い
か
な
る
贈
物
も
し
な
い
旨
を
宣
誓
し
、
し
か
る
後
に
限
っ
て
総
代
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ

る
べ
き
こ
と
。（
Ⅹ

Ⅺ
)
（

）

et
42
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・
以
上
の
宣
誓
は
、
既
に
国
王
の
前
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
改
め
て
聖
俗
の
出
席
を
伴
う
公
の
全
体
集
会
の
場
で
行
な
わ
れ
る
べ

き
こ
と
。（
Ⅻ
)
（

）
43

以
上
は
、
公
正
な
裁
判
を
確
保
す
る
た
め
の
倫
理
規
定
が
中
心
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
国
王
代
行
官
に
よ
る
司
法
の

退
廃
・
職
権
濫
用
の
実
態
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
44

【
第

部
】（
司
法
の
細
目
に
関
す
る
主
な
も
の
は
以
下
の
通
り
）

2

・
犯
罪
が
明
白
で
あ
る
か
残
忍
で
な
い
限
り
、
あ
る
い
は
犯
人
の
自
白
に
よ
っ
て
完
全
に
立
証
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
何
人
も
充
分
な
額

の
保
証
金
の
支
払
い
に
よ
り
、
一
時
的
に
勾
留
を
解
か
れ
る
。
但
し
、
裁
判
官
が
被
疑
者
を
犯
人
と
み
な
す
強
い
推
定
が
は
た
ら
い
て
い

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。（
Ⅹ
Ⅹ
)
（

）
45

・
国
王
は
、
刑
事
事
件
に
際
し
て
は
「（
ロ
ー
マ
）
法
と
現
地
の
慣
習
法
に
従
っ
て
secundum
juraetterreconsuetudinem
」
証
人
尋

問
を
行
な
い
、
被
疑
者
に
調
書
を
伝
達
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。（
Ⅹ
Ⅹ
Ⅰ
)
（

）
46

・
誠
実
で
評
判
の
良
い
者
は
、
た
と
え
貧
し
い
者
で
あ
っ
て
も
、
苦
痛
が
真
実
を
曲
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
、
唯
一
の
証
言
に
基
づ
い

て
拷
問
に
付
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。（
Ⅹ
Ⅹ
Ⅱ
)
（

）
47

・
王
の
裁
判
官
や
徴
税
官
と
い
っ
た
王
の
属
僚
が
脅
し
や
策
略
、
迂
遠
な
や
り
方
を
用
い
て
被
疑
者
に
示
談
を
強
要
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
。

（
Ⅹ
Ⅹ
Ⅰ
Ⅴ
)
（

）
48

・
総
代
官
や
代
官
は
、
所
定
の
場
所
で
民
事
・
刑
事
の
予
審
を
行
な
い
、
過
度
の
出
費
や
移
動
に
よ
り
当
事
者
を
苦
し
め
て
は
な
ら
な
い
。

（
Ⅹ
Ⅹ
Ⅴ
Ⅲ
)
（

）
49

・
訴
訟
費
用
は
訴
訟
目
的
額
の

分
の

を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
判
決
後
に
原
告
が
支
払
う
。
ま
た
、
裁
判
開
始
時
に
訴
訟
費
用
と
損
害
賠

10

1

償
金
の
為
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
目
的
物
は
、
当
事
者
に
返
還
さ
れ
る
。（
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅱ
)
（

）
50

・
宣
誓
後
の
明
ら
か
な
偽
証
の
場
合
、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
は
上
訴
の
利
益
を
享
受
で
き
な
い
。（
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅳ
)
（

）
51
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・
総
代
官
以
下
の
属
僚
は
、
皆
そ
の
任
期
満
了
時
に

日
間
任
地
に
滞
在
す
る
か
、
正
式
に
許
可
さ
れ
た
代
理
人
を
残
し
て
、
国
王
親
任
官

50

（
巡
察
使
）
に
対
し
て
訴
え
出
ら
れ
た
不
満
に
回
答
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅴ
)
（

）
52

当
王
令
を
締
め
く
く
る
に
際
し
、
ル
イ
九
世
は
「
こ
れ
を
宣
言
し
、
変
更
し
、
あ
る
い
は
修
正
し
、
付
け
加
え
、
縮
減
す
る
こ
と

は
、
王
権
の
完
全
性
に
お
い
て
留
保
さ
れ
る
rtetenta
nobis
plenitudine
regie
potestatis
declarandi,m
utandi,veleciam

corrigendi,addendivelm
inuendi」
と
し
て
、
加
除
修
正
・
変
更
・
解
釈
の
権
利
を
自
身
に
留
保
し
て
い
る
（

）。
53

㈡

一
二
五
四
年
頃
の
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
司
法
改
革
令
（

）
54

当
該
伯
令
を
特
徴
付
け
る
上
訴
権
と
そ
の
利
用
法
を
除
く
条
項
の
大
部
分
は
、
先
の
王
令
に
お
い
て
、
や
や
異
な
っ
た
文
体
・
用

語
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
（

）、
詳
細
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
ご
く
大
雑
把
な
規
定
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
（

）、
そ
の
概
要
は
以
下

55

56

の
通
り
で
あ
る
。

・
総
代
官
と
徴
税
官
は
、
各
々
そ
の
任
期
満
了
に
際
し
て

ヶ
月
間
管
区
の
首
都
に
留
ま
り
、
責
に
帰
さ
れ
る
べ
き
強
要
や
不
正
の
補
償
を

1

行
な
う
。
補
償
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
通
常
裁
判
に
お
い
て
判
決
が
公
に
さ
れ
る
（

）。
57

・
提
起
さ
れ
得
る
不
平
に
応
じ
る
た
め
、
引
き
続
き
管
区
に
滞
在
中
の
総
代
官
に
は
、
俸
給
の
半
額
が
支
給
さ
れ
る
（

）。
58

・
裁
判
官
は
、
総
代
官
で
は
な
く
、
伯
あ
る
い
は
そ
の
代
理
官
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
（

）。
59

・
裁
判
官
は
訴
訟
当
事
者
に
何
も
要
求
し
て
は
な
ら
ず
、
調
停
や
仲
裁
に
お
い
て
仲
介
料
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
（

）。
60

・
総
代
官
や
裁
判
官
、
徴
税
官
は
当
地
の
ロ
ー
マ
法
や
慣
習
法
、
あ
る
い
は
慣
行
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
有
罪
の
宣
告
は
常
に
裁

判
官
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
当
事
者
が
（
総
代
官
の
）
裁
判
所
に
調
停
を
申
し
立
て
た
場
合
に
は
、
当
該
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
伯
の
権
利

を
損
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
必
ず
伯
の
同
意
を
仰
ぎ
、
こ
れ
ら
の
調
停
は
す
べ
て
法
律
顧
問
に
よ
る
承
認
を
要
す
（

）。
61
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・
有
罪
判
決
は
苛
烈
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（

）。
62

・
身
体
刑
は
罰
金
に
代
替
で
き
な
い
（

）。
63

・
総
代
官
そ
の
他
の
官
吏
の
職
権
濫
用
は
、
他
の
官
吏
へ
の
戒
め
と
し
て
、
公
に
処
罰
さ
れ
る
（

）。
64

・
総
代
官
と
そ
の
裁
判
官
は
等
し
く
万
人
の
た
め
に
裁
判
を
行
な
い
、
騎
士
や
名
士
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
、
ま
た
訴
訟
人
を
侮
辱

す
る
こ
と
な
く
、
常
に
ひ
ろ
い
心
で
彼
ら
の
訴
え
を
聞
き
届
け
る
こ
と
（

）。
65

・
嫌
疑
の
軽
い
者
を
拷
問
に
付
し
て
は
な
ら
ず
、
拷
問
を
命
ず
る
際
に
は
、
先
に
（
中
間
）
判
決
が
必
要
で
あ
る
（

）。
66

・
予
め
勾
留
が
必
要
な
ほ
ど
の
重
大
な
不
法
行
為
を
犯
し
た
者
を
除
い
て
は
、
容
疑
者
の
勾
留
は
禁
じ
ら
れ
る
（

）。
67

・
伯
に
直
訴
し
た
者
に
暴
力
を
振
る
い
、
ま
た
は
金
銭
的
負
担
を
強
い
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
（

）。
68

・
総
代
官
以
下
の
属
僚
は
、
訴
訟
に
際
し
て
当
事
者
に
移
動
の
負
担
や
過
剰
な
出
費
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
（

）。
69

以
上
は
、
先
に
述
べ
た
兄
王
の
司
法
改
革
令
か
ら
の
一
部
借
用
を
含
ん
で
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
二
五
二
年
と
一
二
五
四
年
に

伯
の
巡
察
使
が
モ
ン
ト
ー
バ
ン
と
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
発
布
し
た
一
連
の
改
革
令
を
も
踏
ま
え
て
い
る
（

）。
70

１

一
二
五
二
年
の
伯
の
巡
察
使
に
よ
る
改
革
令
（

）
71

ギ
ー
・
フ
ー
コ
ワ
、
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
、
ジ
ャ
ン
・
ド
・
カ
ズ
ヌ
ー
ヴ
お
よ
び
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
二
名
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会

士
、
騎
士
ジ
ャ
ン
・
デ
・
メ
ゾ
ン
の
計
五
名
の
伯
の
巡
察
使
が
ケ
ル
シ
ー
お
よ
び
ア
ジ
ャ
ン
一
帯
に
派
遣
さ
れ
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
な

ら
び
に
カ
オ
ー
ル
の
両
司
教
、
モ
ン
ト
ー
バ
ン
大
修
道
院
長
、
ア
ジ
ャ
ン
＝
カ
オ
ー
ル
総
代
官
、
シ
カ
ー
ル
・
ア
ラ
マ
ン
、
ポ
ン

ス
・
エ
ス
ト
ゥ
ル
ド
ゥ
ス
ら
の
立
会
い
の
下
、
モ
ン
ト
ー
バ
ン
の
サ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
教
会
に
て
、
当
地
で
目
に
し
た
惨
状
に
則
し
て

以
下
の
改
革
令
を
発
し
て
い
る
（

）。
72

・
徴
税
官
の
数
が
増
え
過
ぎ
て
お
り
、
伯
の
臣
民
に
多
大
な
損
害
を
与
え
て
い
る
た
め
、
各
管
区
に
は

名
の
徴
税
官
が
置
か
れ
、
裁
判
権

1
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を
行
使
す
る
。
ま
た
、
徴
税
官
が
総
代
官
の
下
で
裁
判
権
を
行
使
す
る
に
際
し
て
は
、
伯
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
裁
判
手
数
料
で
満
足
す
べ

き
で
あ
り
、（
裁
判
の
）
担
保
を
確
保
す
る
た
め
に
総
代
官
の
許
可
な
く
城
塞
や
都
市
内
で
武
力
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。（

)
（

）
§573

・
証
人
尋
問
に
際
し
て
、
徴
税
官
は
現
地
の
慣
習
に
従
い
、
か
つ
総
代
官
や
そ
の
裁
判
官
の
助
言
と
承
認
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総

代
官
や
そ
の
裁
判
官
に
調
書
を
見
せ
る
こ
と
な
く
、
当
事
者
と
取
り
決
め
を
行
な
う
こ
と
は
一
切
禁
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
犯
罪
が
立
証
さ
れ

た
場
合
に
は
、
ロ
ー
マ
法
お
よ
び
現
地
の
良
き
慣
習
法
に
従
い
、
逆
に
犯
罪
が
立
証
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
被
疑
者
が
有
罪
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
場
合
に
は
、
当
該
被
疑
者
の
申
し
出
に
よ
り
、
神
と
自
己
の
良
心
に
従
っ
て
裁
判
所
と
の
間
で
取
り
決
め
を
行
な
う
こ
と
が
で

き
る
。（

)
（

）
§674

・
証
人
尋
問
は
、
臣
民
や
細
民
の
移
動
の
負
担
を
軽
減
す
べ
く
、
紛
争
や
犯
罪
の
起
こ
っ
た
地
で
行
な
う
。（

)
（

）
§775

・
徴
税
官
は
万
人
に
対
し
、
常
に
公
正
か
つ
迅
速
な
裁
判
を
行
な
う
旨
を
宣
誓
す
る
。（

)
（

）
§876

右
の
諸
条
項
か
ら
は
、
国
王
の
巡
察
使
が
か
つ
て
王
領
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
目
に
し
た
の
と
同
様
の
状
況
（
属
僚
、
特
に
徴
税
官
に

よ
る
職
権
濫
用
）
に
対
処
す
べ
く
（

）、
伯
の
巡
察
使
た
ち
は
、
総
代
官
と
そ
の
裁
判
官
の
下
で
の
一
元
的
な
司
法
を
実
現
し
よ
う
と
し

77

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

２

一
二
五
四
年
四
月
八
日
付
の
伯
の
巡
察
使
に
よ
る
改
革
令
（

）
78

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
先
の
改
革
令
が
再
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
内
容
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
が
、
先
の
改
革
令
で
は

「
ア
ジ
ャ
ン
お
よ
び
ケ
ル
シ
ー
司
教
区
に
お
い
て
in
A
gennensietCaturcensidiocesibus」
と
あ
る
の
に
対
し
、
当
改
革
令
に

お
い
て
は
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
の
多
く
の
地
に
お
い
て
in
pluribus
locis
com
itatus
T
holose」
と
あ
り
、
そ
の
調
査
範
囲
が

拡
大
さ
れ
た
の
に
伴
っ
て
内
容
が
普
遍
化
さ
れ
て
い
る
（

）。
79

こ
こ
で
古
文
書
学
的
知
見
（

）を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
諸
々
の
改
革
令
を
年
代
に
そ
っ
て
整
理
す
る
と
、【
一
二
五
二
年
の
伯

80

の
巡
察
使
に
よ
る
改
革
令
】
↓
【
一
二
五
四
年
四
月
八
日
付
の
伯
の
巡
察
使
に
よ
る
改
革
令
】
↓
【
一
二
五
四
年
一
二
月
の
ル
イ
九
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世
の
大
王
令
】
↓
【
一
二
五
四
年
頃
の
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
令
】
の
順
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
巡
察
使
の
派
遣
自
体

は
ル
イ
九
世
が
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
先
駆
け
て
い
る
（
国
王
の
巡
察
使
：
一
二
四
七
〜
一
二
四
八
年
／
伯
の
巡
察
使
：
一
二
五
二
〜
一

二
五
四
年
に
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
を
巡
回
（

））
も
の
の
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
お
け
る
司
法
改
革
の
実
際
的
な
取
り
組
み
は
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
兄

81

王
に
先
駆
け
て
お
り
、
ま
ず
は
巡
察
使
に
よ
る
司
法
官
（
特
に
徴
税
官
）
の
あ
り
方
を
改
革
（
＝
古
来
の
あ
る
べ
き
姿
へ
の
回
帰
）
し

た
う
え
で
、
上
訴
制
の
整
備
を
通
じ
て
一
元
的
な
司
法
制
度
に
よ
る
中
央
集
権
的
支
配
体
制
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。

四

ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
上
訴
制
の
整
備

㈠

中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
上
訴
制

ル
イ
九
世
と
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
双
方
の
司
法
改
革
令
を
比
較
・
分
析
す
る
う
え
で
、
上
訴
制
に
関
す
る
規
定
が
後
者
を
際
立
た

せ
る
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
重
要
性
を
理
解
す
る
に
は
、
さ
し
あ
た
り
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
上
訴
制
の
あ
り
方
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

１

北
仏
慣
習
法
地
域
に
お
け
る
上
訴
制
（

）
82

九
〜
一
三
世
紀
の
ゲ
ル
マ
ン
的
封
建
制
の
枠
組
み
で
は
、
ひ
と
つ
の
審
級
し
か
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
一
度
宣
告
さ

れ
た
判
決
は
覆
し
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
よ
り
上
級
の
裁
判
所
に
判
決
の
取
り
消
し
と
裁
判
の
や
り
直
し
を
求
め
る

ロ
ー
マ
法
的
上
訴
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
判
決
を
不
服
と
す
る
自
由
人
は
「
誤
判
の
訴
え
faussem
entde
jugem
ent;Falsare

judicium
（

）」
を
提
起
し
た
。
こ
れ
は
正
義
に
反
す
る
判
決
を
行
な
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
審
判
人
（
裁
判
官
）
を
相
手
ど
っ
て
決
闘
で

83

争
う
も
の
で
あ
り
、
相
手
方
が
こ
の
戦
い
に
負
け
る
と
当
該
判
決
は
取
り
消
さ
れ
、
よ
り
上
位
の
封
建
関
係
に
あ
る
領
主
の
裁
判
所
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に
改
め
て
訴
え
が
持
ち
込
ま
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、「
同
輩
裁
判
制
」
の
原
則
に
基
づ
き
同
輩
に
よ
っ
て
の
み

裁
か
れ
る
貴
族
は
、
常
に
同
輩
た
る
裁
判
官
に
決
闘
を
挑
む
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
上
位
の
封
建
領
主
や
そ
の
属
僚
に
よ
っ
て
裁
か

れ
る
都
市
の
市
民
や
農
民
は
、
こ
う
し
た
実
力
行
使
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
先
に
述
べ
た
司
法
の
退
廃
に
伴
う
不
当

判
決
へ
の
不
満
が
高
ま
っ
て
い
た
。

一
三
世
紀
に
入
り
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
二
世
や
ル
イ
九
世
の
下
で
王
権
が
高
ま
り
を
見
せ
、
司
法
機
関
と
し
て
「
国
王
顧
問
会
議
cu-

ria
regis」
か
ら
分
化
し
た
「
御
前
会
議
Parlem
ent」
を
頂
点
と
す
る
裁
判
機
構
が
整
備
さ
れ
る
と
、
王
権
に
よ
る
決
闘
の
禁
止

と
相
俟
っ
て
、
裁
判
官
も
決
闘
の
場
よ
り
は
上
級
審
に
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
北
仏
に
お
け
る
上
訴
制
が
登
場
す
る
。

し
か
し
、
未
だ
純
然
た
る
封
建
制
と
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
的
上
訴
制
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
は
（

）、
ル
イ
九
世
の
「
決
闘
禁
止
令
」

84

（
一
二
五
八
年
頃
）
に
お
け
る
上
訴
の
規
定
（

）か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

85

２

南
仏
成
文
法
地
域
に
お
け
る
上
訴
制

南
仏
成
文
法
地
域
に
お
け
る
上
訴
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
古
典
的
見
解
（

）に
よ
れ
ば
、
南

86

仏
成
文
法
地
域
（
特
に
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
）
で
は
、
ゲ
ル
マ
ン
侵
攻
後
も
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
法
典
を
介
し
て
ロ
ー
マ
法
上
の
諸
原
則
が
残

存
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
一
二
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
と
モ
ン
ペ
リ
エ
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
再
生
と
相
俟
っ
て
上
訴
制
が
再
興
さ
れ
た

と
さ
れ
、
南
仏
成
文
法
地
域
の
先
進
性
が
強
調
さ
れ
る
。

他
方
、
マ
ン
デ
ィ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
判
例
を
見
る
限
り
、
一
三
世
紀
初
頭
の
裁
判
所
の
ほ
と
ん
ど
が
終
審
と

し
て
裁
判
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
地
に
お
い
て
上
訴
制
の
観
念
お
よ
び
機
構
は
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（

）。
87

既
述
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ク
古
来
の
法
諺
に
よ
れ
ば
、
封
臣
に
対
す
る
訴
訟
は
被
告
と
同
等
の
身
分
の
者
に
よ
っ
て
し
か

裁
か
れ
得
な
い
が
（

）、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
と
そ
の
封
臣
フ
ォ
ワ
伯
と
の
間
の
紛
争
（
一
二
〇
二
年
頃
）
に
お
い
て
も
こ
の
原
則
が
具
体

88

化
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
北
仏
と
同
様
に
「
同
輩
裁
判
制
」
が
主
流
で
あ
っ
た
と
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目
さ
れ
る
の
で
あ
る
（

）。
89

㈡

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
、
伯
を
頂
点
と
し
た
「
上
訴
制
：
裁
判
機
構
」
の
整
備

国
王
の
側
近
と
し
て
北
仏
（
主
と
し
て
パ
リ
近
郊
）
に
居
を
構
え
る
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
不
在
に
よ
り
、
伯
の
代
行
官
（
総
代

官
・
代
官
・
徴
税
官
）
と
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
執
政
官
府
と
の
間
で
自
治
特
権
を
め
ぐ
る
抗
争
が
激
化
す
る
と
、
執
政
官
府

は
伯
の
代
行
官
に
よ
る
自
治
特
権
の
侵
害
、
特
に
代
官
と
執
政
官
府
と
の
裁
判
管
轄
の
競
合
を
背
景
と
す
る
執
政
官
府
裁
判
権
の
侵

奪
を
伯
に
陳
情
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
た
る
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
執
政
官
府
宛
に
書
状
（
日
付
な
し
）
を
発

し
、
執
政
官
府
と
代
官
と
の
間
の
裁
判
権
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
は
、
代
官
が
伯
の
許
可
な
く
こ
れ
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
を
禁

じ
、
さ
ら
に
調
停
役
た
る
伯
の
親
任
官
（
巡
察
使
）
の
派
遣
を
約
し
て
い
る
（

）。
90

か
く
し
て
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
、
先
に
見
た
司
法
改
革
令
（
一
二
五
四
年
頃
（

））
に
お
い
て
、
伯
を
頂
点
と
す
る
上
訴
制
を
以
下

91

の
よ
う
に
整
備
す
る
こ
と
で
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
裁
判
機
構
の
階
層
秩
序
化
を
推
進
し
た
の
で
あ
り
、
一
元
的
な
司
法
秩
序

に
基
づ
く
中
央
集
権
的
支
配
体
制
の
確
立
が
企
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
（

）。
92

【
上
訴
審
級
（

）】
93

①
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
の
裁
判
所
↓
②
代
官
の
裁
判
所
（
代
官
付
の
裁
判
官
が
上
訴
を
吟
味
）
↓
③
総
代
官
の
裁
判
所
（
総
代
官
付
の

裁
判
官
が
上
訴
を
吟
味
：
総
代
官
の
裁
判
所
で
は
、
そ
の
他
管
区
の
あ
ら
ゆ
る
下
級
審
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
が
吟
味
さ
れ
る
／
総
代
官
の

裁
判
所
が
第
１
審
と
し
て
裁
い
た
判
決
に
対
す
る
上
訴
は
、
当
該
総
代
官
の
元
に
持
ち
込
ま
れ
、
前
回
と
は
異
な
る
裁
判
官
が
こ
れ
を
吟
味

す
る
）
↓
④
最
終
的
に
は
伯
が
総
代
官
お
よ
び
そ
の
裁
判
官
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
を
吟
味
（
第

審
た
る
総
代
官
の
裁
判
所
の
判
決
に
対

1

す
る
上
訴
も
受
理
）

法学研究 84 巻 10 号（2011：10）

40



ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
の
裁
判
所
を
伯
代
行
官
の
裁
判
所
の
下
に
従
属
さ
せ
る
こ
う
し
た
試
み
は
、
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

の
特
権
と
激
し
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（

）が
、
一
三
世
紀
に
典
型
的
な
司
法
改
革
の
名
の
下
で
そ
の
遂
行
を
可
能
な
ら
し
め
た
要

94

因
と
し
て
、
マ
ン
デ
ィ
は
「
法
の
専
門
職
化
」
を
あ
げ
て
い
る
（

）。
先
に
続
く
規
定
に
よ
れ
ば
、
上
訴
判
決
に
際
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ

95

伯
の
総
代
官
は
代
官
と
同
様
に
専
属
の
裁
判
官
に
補
佐
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
の
裁
判
官
は
伯
あ
る
い
は
伯
の
代
理
官
に
よ
っ
て
任
命

さ
れ
（

）、
し
た
が
っ
て
総
代
官
は
、
①
第

審
を
担
当
す
る
判
事
、
②
「
上
訴
判
事
judex
appellationum
」
に
補
佐
さ
れ
て
お
り
、

96

1

総
代
官
の
裁
判
所
に
お
い
て
上
訴
を
担
当
す
る
判
事
の
分
化
・
専
門
化
の
過
程
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
、
代
官
裁

判
所
の
裁
判
官
と
区
別
す
る
た
め
、
後
に
「
上
席
判
事
judex
m
ajor」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
、
こ
の
上
訴
担
当
判
事
が
（
迅

速
に
案
件
を
審
理
す
べ
く
）
上
訴
申
立
人
に
出
廷
期
日
を
定
め
、
当
該
申
立
人
が
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
上
訴
権
が
消
滅
し
、

さ
ら
に
新
た
な
付
帯
申
立
の
な
い
（
期
待
で
き
な
い
）
場
合
に
も
上
訴
が
留
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
（

）、
迅
速
・
公
正
な
裁
判
が
確
保

97

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
を
主
宰
す
べ
き
者
が
実
際
の
審
理
や
判
決
の
形
成
に
加
わ
ら
な
い
と
い
う
裁
判
実
務
は
、
南
北
フ
ラ
ン
ス
の

領
邦
君
主
の
法
廷
で
は
珍
し
く
な
く
（

）、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に
お
け
る
こ
う
し
た
法
の
専
門
職
化
も
、
悪
し
き
エ
リ
ー
ト
主
義
を
伴

98

い
つ
つ
、
一
般
市
民
に
は
概
ね
好
都
合
な
も
の
で
あ
り
、
旧
来
の
寡
頭
政
に
基
づ
く
裁
判
の
素
人
主
義
（

）を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
で
、

99

司
法
に
お
け
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
の
権
威
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

㈢

最
終
審
た
る
伯
の
権
威

既
述
の
よ
う
に
、
総
代
官
も
し
く
は
そ
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
、
第

審
ま
た
は
上
訴
審
と
し
て
申
し
渡
さ
れ
た
判
決
は
、
こ
れ
を

1

伯
に
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
（

）、
伯
は
上
訴
を
受
理
す
る
と
、
当
該
上
訴
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
判
決
が
申
し
渡
さ
れ
た
地
の
裁

100
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判
官
に
審
理
を
委
ね
る
こ
と
と
な
る
（

）。
101

一
二
六
八
年
に
は
、
伯
へ
の
上
訴
を
終
審
と
し
て
担
当
す
る
特
別
の
裁
判
官
を
当
地
に
設
置
す
る
よ
う
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
が

伯
に
請
願
を
出
し
て
い
る
（

）こ
と
か
ら
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
上
訴
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

102

さ
ら
に
、
翌
年
の
「
一
二
六
九
年
七
月
二
一
日
付
の
伯
令
」
に
お
い
て
は
、
通
常
の
裁
判
所
で
の
裁
判
拒
否
、
あ
る
い
は
正
当
に
下

級
審
で
の
上
訴
手
段
を
尽
く
し
た
場
合
を
除
き
、
伯
に
直
接
上
訴
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
（

）、
そ
の
濫
用
の
程
を
窺
い
知
る
こ

103

と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
伯
へ
の
上
訴
の
集
中
に
つ
い
て
、
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
（

）は
、
そ
も
そ
も
ロ
ー
マ
法
上
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
総
代
官
は
「（
伯

104

か
ら
）
委
任
さ
れ
た
裁
判
権
jurisdictio
m
andata」
を
持
つ
以
上
、
伯
へ
の
上
訴
は
総
代
官
に
よ
る
「
裁
判
拒
否
の
場
合
pro
de-

fectu
juris」
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
原
則
は
ゲ
ル
マ
ン
侵
攻
後
ま
で
生
き
延
び
る
こ
と
は
な
く
、
し

た
が
っ
て
一
三
世
紀
の
南
仏
の
人
々
に
は
、
総
代
官
が
権
限
委
任
者
を
完
全
に
代
理
し
て
い
る
と
の
観
念
が
浸
透
し
て
お
ら
ず
、
彼

ら
は
領
主
に
直
接
裁
か
れ
る
権
利
を
有
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
見
る
。
か
く
し
て
、
裁
判
権
の
委
任
が

包
括
的
で
あ
る
場
合
に
も
、
人
々
に
は
自
ら
の
領
主
に
直
接
裁
判
を
仰
ぐ
権
利
が
残
さ
れ
て
い
る
以
上
、
司
法
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に

お
け
る
上
位
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
判
決
が
（
領
内
最
高
封
主
で
あ
る
伯
へ
の
）
上
訴
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
免
れ
な
い
と
い
う
、
い

わ
ば
「
上
訴
に
お
け
る
重
層
的
権
力
構
造
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
明
ら
か
と
な
る
。
さ
ら
に
、
マ
ン
デ
ィ
の
分
析
（

）に
よ
れ
ば
、
こ

105

う
し
て
整
備
さ
れ
た
上
訴
制
は
理
論
上
の
も
の
で
は
な
く
、
実
効
性
を
も
っ
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、「
一
二
五
五

年
一
二
月
一
二
日
付
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
宛
の
伯
書
状
（

）」
を
引
き
つ
つ
、
特
に
代
官
裁
判
所
の
権
威
の
隆
盛
と
、
そ
れ
に
伴

106

う
執
政
官
府
裁
判
所
の
相
対
的
な
影
響
力
の
低
下
が
示
唆
さ
れ
る
。

か
く
し
て
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
上
訴
制
の
整
備
以
降
、
訴
訟
係
属
の
比
重
は
執
政
官
府
の
裁
判
所
か
ら
代
官
の
裁
判
所

へ
と
移
行
し
、
必
要
に
応
じ
て
総
代
官
の
裁
判
所
へ
上
訴
す
る
と
い
う
こ
と
が
定
着
し
た
結
果
、「
他
の
地
域
、
そ
れ
も
王
領
に
お
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い
て
さ
え
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
迅
速
さ
を
も
っ
て
裁
判
が
行
な
わ
れ
た
（

）」
と
目
さ
れ
て
い
る
が
、
制
度
の
要
と
し
て
上
訴
審
級
の
頂

107

点
に
立
つ
伯
の
権
威
に
つ
い
て
は
、
特
に
「
慣
習
法
解
釈
の
法
源
性
」・「
悪
し
き
慣
習
法
の
改
廃
」
を
め
ぐ
る
伯
と
執
政
官
府
と
の

抗
争
（

）の
中
で
繰
り
返
し
明
示
さ
れ
て
い
る
。

108１
「
一
二
五
五
年
一
二
月
一
二
日
付
の
執
政
官
府
宛
伯
書
状
（

）」
109

当
書
状
に
お
い
て
伯
は
、
良
き
慣
習
法
は
こ
れ
を
維
持
し
、
悪
し
き
慣
習
法
は
こ
れ
を
改
廃
す
べ
き
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
何
度
も

執
政
官
府
に
悪
し
き
慣
習
法
の
修
正
を
求
め
て
き
た
が
、
そ
の
都
度
拒
否
さ
れ
て
き
た
旨
を
指
摘
し
、
か
く
な
る
上
は
、
伯
が
固
有

の
権
限
に
基
づ
い
て
そ
れ
ら
に
修
正
を
加
え
る
ほ
か
な
い
と
苛
烈
か
つ
威
圧
的
な
文
体
に
お
い
て
宣
告
し
て
い
る
（

）。
110

２
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
の
諸
条
項
A
rticulicivium
T
holosanorum
」
に
対
す
る
伯
顧
問
会
議
の
回
答

一
二
六
五
年
頃
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
は
二
名
の
代
表
者
を
伯
の
元
に
派
遣
し
て
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
民
の
諸
条
項
A
rti-

culicivium
T
holosanorum
」
と
呼
ば
れ
る
要
望
書
（

）を
提
出
し
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
位
継
承
時
に
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
自
治
都

111

市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
慣
習
法
を
包
括
的
に
承
認
し
た
こ
と
に
言
及
し
た
う
え
で
、
爾
来
当
地
で
守
ら
れ
て
来
た
主
要
な
慣
習
法
を
列

挙
し
て
い
る
。
特
に
裁
判
権
と
慣
習
法
の
解
釈
権
に
関
し
て
、
①
こ
れ
ま
で
執
政
官
府
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
住
民
が
関
わ
る
刑
事

事
件
の
全
て
を
担
当
し
て
き
た
の
で
あ
り
（

）、
②
さ
ら
に
執
政
官
府
が
慣
習
法
の
解
釈
権
を
有
し
、
疑
義
の
あ
る
場
合
に
こ
れ
を
裁
定

112

で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
執
政
官
の
就
任
宣
誓
の
文
句
か
ら
し
て
明
白
で
あ
る
（

）旨
を
改
め
て
承
認
す
る
よ
う
伯
に
求
め
て
い
る
が
、

113

こ
れ
に
対
し
て
伯
の
顧
問
会
議
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。

ま
ず
①
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
「
伯
の
宥
恕
patientia
dom
inicom
itis」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
執
政
官

府
に
よ
る
権
限
濫
用
が
目
立
つ
場
合
に
は
、
伯
は
執
政
官
府
の
裁
判
所
と
代
官
の
裁
判
所
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
権
利
を
当
事
者

に
認
め
る
も
の
で
あ
る
（

）。
ま
た
、
②
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
慣
習
法
に
疑
義
の
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
べ
く
個
別
審
議
の

114

対
象
と
す
る
の
は
執
政
官
府
で
あ
る
が
、
内
容
を
吟
味
す
る
の
は
伯
の
役
割
で
あ
る
（

）と
明
言
し
て
い
る
。

115
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以
上
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
と
し
て
示
し
た
見
解
を
綜
合
す
る
と
、「
何
が
正
し
い
法
で
あ
る
か
の
解
釈
・

決
定
権
は
、
よ
り
上
位
の
裁
判
権
者
た
る
伯
に
専
属
し
、
そ
れ
は
改
廃
権
を
も
伴
う
も
の
で
あ
る
」
と
の
意
識
が
伯
の
側
に
あ
っ
た

こ
と
が
看
取
さ
れ
、
明
ら
か
に
兄
王
の
司
法
改
革
令
の
末
尾
で
示
さ
れ
た
立
法
絶
対
主
義
と
の
類
似
・
連
関
性
が
窺
わ
れ
る
。
よ
っ

て
、
一
二
五
四
年
頃
の
伯
の
司
法
改
革
令
に
よ
る
上
訴
制
の
整
備
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
確
固
た
る
伯
の
権
威
を

前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
鑑
み
れ
ば
、
ま
さ
に
立
法
絶
対
主
義
を
介
し
た
南
仏
に
お
け
る
北
仏
カ
ペ
ー
朝
王
権
支
配
拡
張
の
証

左
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

五

総
括
：
ク
リ
ネ
ン
の
分
析
系
に
よ
る
整
理

か
く
し
て
、
ル
イ
九
世
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
、
共
に
司
法
改
革
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
ア
ル
ビ
十
字
軍
の
長
い

戦
乱
を
経
て
荒
廃
し
た
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
と
い
う
新
た
な
支
配
領
域
に
適
正
な
法
の
運
用
に
基
づ
く
秩
序
と
安
寧
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、

支
配
の
基
盤
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。「
正
義
」
と
「
公
正
」
に
根
差
し
た
「
平
和
」
の
実
現
こ
そ
が
支
配

者
の
中
心
的
属
性
で
あ
る
盛
期
中
世
に
お
い
て
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
は
北
仏
カ
ペ
ー
朝
王
権
に
と
っ
て
の
「
あ
る
べ
き
支
配
者
」
像
を

体
現
す
る
格
好
の
場
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
改
め
て
ク
リ
ネ
ン
の
分
析
系
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
（

）、
盛
期
中
世
に
お
い
て
正
義
は
平
和
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
神
は

116

人
々
の
間
に
正
義
を
行
き
渡
ら
せ
る
た
め
に
王
を
置
い
た
の
で
あ
っ
て
、
か
の
者
は
「
正
義
を
取
り
戻
す
こ
と
justitiam
red-

dere」
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「（
国
王
が
）
負
っ
て
い
る
正
義
を
（
人
々
に
）
返
す
」
と
い
う
こ
と
が
、
王
た
る

者
の
主
要
な
使
命
と
し
て
当
時
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ル
イ
九
世
の
統
治
下
で
作
成
さ
れ
た
『
王
の
聖
別
戴
冠
式
次
第
O
rdo

consecrandum
etcoronandum
regem
』
に
お
い
て
、「（
国
王
が
）
負
っ
て
い
る
正
義
debita
iusticia」
と
い
う
表
現
が
二
度
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繰
り
返
さ
れ
て
い
る
（

）こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
既
に
し
て
王
権
の
復
興
目
覚
ま
し
い
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
国
家
の
正
義
＝
国

117

家
に
よ
る
裁
判
justice
d’État」
の
胎
動
を
看
取
し
得
る
。
と
い
う
の
も
、
政
治
権
力
が
司
法
権
能
と
競
合
し
て
い
る
カ
ペ
ー
朝

王
権
に
と
っ
て
、
新
た
な
支
配
領
域
に
秩
序
と
平
和
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
意
思
を
代
表
す
る
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
曖
昧
だ
っ
た
「
正
す
者
た
る
国
王
roijusticier」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
理
想

を
現
実
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
一
二
〜
一
三
世
紀
の
ス
コ
ラ
学
・
ロ
ー
マ
法
学
上
最
大
の
発
見
で
あ
る
「
立
法
者
た
る
君
主
prince
législateur」
像
を

介
し
て
、「
そ
の
胸
の
内
な
る
書
庫
に
あ
ら
ゆ
る
法
を
蔵
し
て
い
る
om
nia
jura
in
scrino
pectorissui」
と
い
う
勅
法
集
の
法
文

（
C.6.23.19）
が
援
用
さ
れ
、
君
主
が
あ
ら
ゆ
る
「
正
義
の
源
fons
justitiae」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
規
範
適
合
性
の
主
と
し
て
「
完

全
な
る
権
力
plena
potestas」
を
有
す
る
と
い
う
、
教
会
法
学
上
の
「
教
皇
＝
皇
帝
」
モ
デ
ル
が
、
生
成
間
も
な
い
世
俗
国
家
に

お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
（

）、
そ
れ
ま
で
「
正
す
者
justicier」、
す
な
わ
ち
古
来
の
規
範
や
慣
習
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

118

た
振
舞
い
か
ら
な
る
秩
序
の
安
定
性
を
守
る
者
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
政
治
的
指
導
者
と
し
て
の
国
王
（

）が
、
新
勅
法

119

集
に
お
け
る
「
唯
一
の
立
法
者
solus
conditor
legis」
に
し
て
「
生
け
る
法
lex
anim
ata」（
N
ov.105.2.4）、
す
な
わ
ち
法
の
排

他
的
支
配
者
と
し
て
立
ち
現
れ
る
に
至
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
ク
リ
ネ
ン
の
分
析
系
と
連
関
す
る
リ
ゴ
デ
ィ
エ
ー
ル
の
分
析
（

）に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
神
学
・
中
世
ロ
ー
マ
法

120

学
の
影
響
に
よ
り
、
知
性
と
理
性
に
基
づ
く
神
法
や
自
然
法
の
遵
守
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
強
制
的
で
制
限
的
、
あ
る
い
は
慣
習

法
や
諸
特
権
を
も
廃
止
す
る
よ
う
な
新
た
な
規
範
を
制
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
は
、
従
来
の
「
正
す
者
justi-

cier」
の
イ
メ
ー
ジ
に
「
立
法
者
législateur」
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
、
以
後
「
国
王
と
い
う
人
格
に
お
け
る
国
家
権
力
の
全

能
性
tout-puissnace
は
、
徐
々
に
国
王
唯
一
人
が
定
め
る
も
の
と
な
る
立
法
規
範
に
慣
習
法
規
範
を
適
合
さ
せ
て
行
く
こ
と
と

し
て
主
張
さ
れ
る
」
ま
で
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ル
イ
九
世
が
著
し
た
と
さ
れ
る
『
息
子
へ
の
教
え
』
に
お
け
る
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「
そ
な
た
の
王
国
の
良
き
慣
習
法
を
保
持
し
、
悪
し
き
慣
習
法
は
な
く
し
て
し
ま
い
な
さ
い
」
と
い
う
一
節
（

）は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

121

過
程
を
跡
付
け
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
正
す
者
」
た
る
「
立
法
者
」
が
、
裁
判
に
お
い
て
実
際
に
法
を
適
用
す
る
に
は
「
解
釈
interpretatio」
が
不
可

欠
で
あ
る
が
、
註
釈
学
派
の
大
成
者
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
定
義
（

）に
よ
れ
ば
、「
解
釈
す
る
と
は
、
添
削
す
る
こ
と
で
あ
り
﹇
…
…
﹈、

122

同
様
に
用
語
を
よ
り
明
解
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
﹇
…
…
﹈、
限
定
し
、
さ
ら
に
は
拡
張
し
﹇
…
…
﹈、
あ
る
い
は
反
対
に
訂
正
、
す

な
わ
ち
付
け
加
え
る
addo
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
広
義
の
「
解
釈
」
と
は
、
法
の
「
補
整
correctio」・「
限
定
restrictio」・

「
拡
張
prorogatio」
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
学
派
の
領
袖
で
あ
る
ア
ー
ゾ
の
見
解
（

）に
よ
れ
ば
、「
君
主
の
解
釈
interpreta-

123

tio
principis」
こ
そ
が
「
真
正
な
る
解
釈
interpretatio
authentica」
な
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
「
こ
れ
を
宣
言
し
、
変
更
し
、

あ
る
い
は
修
正
し
、
付
け
加
え
、
縮
減
す
る
こ
と
は
、
王
権
の
完
全
性
に
お
い
て
留
保
さ
れ
る
」
と
い
う
ル
イ
九
世
の
司
法
改
革
令

の
末
尾
の
文
言
は
、
こ
う
し
た
中
世
ロ
ー
マ
法
学
を
介
し
て
の
「
正
す
者
」
た
る
「
立
法
者
」
像
の
生
成
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
上
訴
制
の
整
備
は
、
何
が
法
で
あ
る
か
の
最
終
的
な
決
定
権
が
伯
に
留
保
さ
れ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
、「
生
け
る
法
」
た
る
君
主
の
「
完
全
な
る
権
力
」
の
発
動
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
思
が
見
ら
れ
、
こ
の

点
に
お
い
て
、
後
の
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
を
彩
る
「
あ
ら
ゆ
る
正
義
は
国
王
よ
り
発
す
る
toute
justice
ém
ane
du
roi」
と
い
う

法
格
言
は
、
当
時
既
に
理
論
の
域
を
脱
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
モ
リ
ニ
エ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
要
す

る
に
ル
イ
九
世
の
時
代
よ
り
、
王
権
は
既
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
美
麗
王
（
四
世
）
の
政
策
を
採
っ
て
お
り
、
カ
ペ
ー
朝
初
期
の
封
建
君
主

制
か
ら
絶
対
王
政
へ
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
（

）」
の
で
あ
り
、
王
権
支
配
下
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
お
け
る
一
連
の
司
法
改
革
は
、
後
に

124

フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
の
法
律
顧
問

レ

ジ

ス

ト

た
ち
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
「
立
法
絶
対
主
義
」（
＝
自
身
の
王
国
内
に
お
け
る
皇
帝
で
あ
る
国
王
は
、

法
の
制
定
・
改
廃
・
解
釈
に
つ
い
て
ロ
ー
マ
皇
帝
と
同
等
の
絶
対
権
を
有
す
る
）
の
言
わ
ば
先
駆
的
適
用
事
例
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
特
に
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
上
訴
制
の
整
備
を
介
し
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
内
に
お
け
る
一
元
的
な
司
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法
秩
序
に
基
づ
く
強
固
な
中
央
集
権
的
支
配
体
制
の
確
立
を
志
向
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
兄
王
に
比
し
て
絶
対
主
義
的
な
傾
向
が

強
く
見
ら
れ
、
こ
の
点
に
つ
き
フ
リ
ッ
シ
ュ
は
、「
絶
対
主
義
」
と
「
中
央
集
権
」
を
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
統
治
の
二
大
特
徴
と

位
置
付
け
て
い
る
（

）。
125

か
く
し
て
、
目
的
と
手
段
を
同
じ
く
し
つ
つ
も
、
両
者
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
モ
リ
ニ
エ
の
指
摘
す
る
よ
う
な
、

主
と
し
て
性
格
の
違
い
か
ら
来
る
施
策
の
違
い
と
言
う
よ
り
は
、
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ

ン
ス
が
兄
王
の
企
図
す
る
王
権
の
拡
張
路
線
、
換
言
す
れ
ば
当
時
形
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
王
権
理
論
と
し
て
の
「
立
法
絶
対
主
義
」

に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
ゆ
え
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
カ
ペ
ー
朝
期
の
親
王
領
政
策
を
分
析
し
た
ウ
ッ
ド

が
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
を
王
領
に
併
合
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
選
ば
れ
た
と
み
な
し
、
所
領
に
お
い
て

国
王
の
似
姿
を
演
ず
る
こ
と
で
、
領
民
に
王
権
の
存
在
を
強
く
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
（

）こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

126

「（
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
）
そ
の
領
国
の
良
き
統
治
し
か
頭
に
な
く
、
王
領
内
で
用
い
ら
れ
て
い
る
巧
み
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
、
ル

イ
聖
王
の
賢
明
な
諸
法
を
真
似
る
以
上
の
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
兄
王
の
諸
制
度
を
よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
、

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
諸
制
度
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
（

）」
と
し
て
、
王
権
の
模
倣
者
た
る
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
像
を
提
示
す
る
ブ
ー
タ
リ
ッ

127

ク
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
慧
眼
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ル
イ
九
世
と
ポ
ワ
ト
ゥ
ー
伯
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
一
連
の
司
法
改
革

令
の
発
布
は
、
王
権
が
新
た
に
獲
得
し
た
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
と
い
う
支
配
領
域
に
お
い
て
、
従
来
の
封
建
君
主
制
か
ら
「
立
法
絶
対
主

義
」
に
基
づ
く
（
後
の
絶
対
王
政
へ
と
接
続
す
る
）
王
権
を
中
核
と
し
た
支
配
体
制
へ
と
移
行
す
る
、
ひ
と
つ
の
重
大
な
転
換
点
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
こ
に
は
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
王
権
に
よ
る
南
仏
支
配
の
先
進
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

（

）
カ
ペ
ー
朝
期
の
親
王
領
政
策
に
関
す
る
優
れ
た
研
究
と
し
て
、
Ch.T
.W
ood,T
he
French
apanages
and
the
Capetian

1
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m
onarchy
1224-1328,H
arvard
U
niversity
Press,1966.が
あ
げ
ら
れ
る
。

（

）
Ｊ
・
シ
フ
ォ
ロ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
法
文
を
「
一
三
世
紀
の
（
神
聖
ロ
ー
マ
）
帝
国
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
唯
一
君
主
権
を
定
義
す

2る
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
」
と
す
る
（
J.Chiffoleau,SaintLouis,Frédéric
IIetles
constructions
institutionnelles

du
X
IIIe
siècle,M
édiévales,34（
1998）,p.15.）;A
.Rigaudière,Princeps
legibus
solutus
est（
D
.1.3.31）
etQ
uod
principi

placuitlegis
habetvigorem
（
D
.1.4.1
et
Inst.1.2.6）
à
travers
trois
coutum
iers
du
X
IIIe
siècle,H
om
m
ages
à
G
érard

Boulvert,
A
ix-en-Provence,1987,pp.427-451;G.Giordanengo,Le
pouvoir
législatif
du
roide
France（
X
Ie
-X
IIIe

siècle）,travaux
récentsethypothèsesde
recherches,BE
C,147（
1989）,pp.283-310;Id.,Lesdroitssavantsau
M
oyen

Â
ge:textes
etdoctrines.La
recherche
en
France
depuis
1968,BE
C,148（
1990）,pp.439-476.

（

）
J.K
rynen,L’em
pire
du
roi.
Idées
et
croyances
politiques
en
France,
X
IIIe-X
V
e
siècle,
Gallim
ard,Paris,1993.

3[K
rynen①

]

（

）
Id.,
L’état
de
justice:
France,
X
IIIe-X
X
e
siècle,
t.1:L’idéologie
de
la
m
agistrature
ancienne,Gallim
ard,2009.

4[K
rynen②

]

（

）
J.Chiffoleau,art.cit.,p.19;J.Le
Goff,SaintLouis,Gallim
ard,1996,p.675,n.2;J.-M
.Carbasse,Le
roilégislateur:

5théorie
etpratique,D
roits,38（
2003）,pp.3-19.

（

）
F.L.Cheyette,Suum
cuique
tribuere,French
H
istoricalStudies,vol.6,no
3,1970,pp.287-299.

6
（

）
E.Boutaric,SaintLouisetA
lfonsedePoitiers:étudesurlaréunion
desprovincesdu
M
idietdel’ouestàlacouronne

7etsur
les
origines
de
la
centralisation
adm
inistrative
d’après
des
docum
ents
inédits,Paris,1870.[Boutaric①

]

（

）
Ibid.,p.1.

8
（

）
Ibid.,pp.6-7.

9
（

）
Ibid.,pp.9-12.

10
（

）
D
evic
etV
aissette,H
istoiregénéraledeLanguedoc（
éd.Privat）,t.V
I,V
II,V
IIIetIX
,T
oulouse,1879-1885.[H
G
L]

11
（

）
A
.M
olinier,Étude
sur
l’adm
inistration
de
Louis
IX
etd’A
lfonse
de
Poitiers（
1226-1271）,H
G
L,t.V
II,n.LIX
,pp.

12462-570.[M
olinier①

]

法学研究 84 巻 10 号（2011：10）

48



（

）
H
G
L,t.V
III,cc.883-892.

13
（

）
Boutaric①

,pp.63-65.

14
（

）
H
G
L,t.V
II,IIe
partie,E
nquêteurs
royaux,cc.1-174.

15
（

）
M
olinier①

,pp.466-467.

16
（

）
Ibid.,pp.470-471.

17
（

）
特
に
徴
税
官
へ
の
不
満
が
多
い
。
そ
も
そ
も
は
、
農
村
部
に
お
け
る
単
な
る
税
務
官
で
あ
り
、
裁
判
権
は
持
た
な
か
っ
た
が
、
時
代

18と
共
に
徐
々
に
裁
判
権
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
（
Boutaric①

,p.209.）。
既
に
レ
モ
ン
七
世
の
時
代
に
は
売
官
制
の
対
象
と
な
っ
て
お

り
、
一
三
世
紀
中
頃
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
最
も
憎
む
べ
き
不
正
に
手
を
染
め
る
者
と
し
て
認
識
さ
れ
、
罰
金
の
査
定
・
徴
収

権
限
を
は
じ
め
と
す
る
諸
権
能
が
制
限
さ
れ
て
い
る
（
Ibid.,p.211;Id.,O
rganisation
judiciaire
du
Languedoc
au
M
oyen
Â
ge,

BE
C,4e
série,t.1
et2,Paris,1855-1856
[Boutaric②

],pp.156-158.）。
特
に
、
裁
判
権
者
と
し
て
の
属
性
に
は
早
く
か
ら
制
限
が

加
え
ら
れ
、
レ
モ
ン
七
世
は
彼
ら
に
補
佐
官
と
し
て
の
法
律
顧
問
を
付
け
て
い
る
：
«
Possitidem
vicarius,seu
bajulus,habere

secum
aliquem
jurisperitum
ad
om
nia
dirim
enda,etexam
inanda,seu
diffinienda.»,Chartesde
Castelsarrasin
en
1245.

T
résor
des
chartes,J.320,no
54,etde
M
oissac,m
êm
e
année,J.305,no
40,cité
par
Boutaric①

,p.351,n.1.

（

）
M
olinier①

,p.473;一
二
四
〇
年
と
一
二
四
二
年
の
反
乱
の
際
に
は
、
多
く
の
自
治
都
市
・
城
塞
都
市
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
レ
モ
ン

19七
世
に
呼
応
し
、
北
仏
王
権
に
よ
る
支
配
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
が
、
反
乱
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
（
H
G
L,t.V
I,pp.742-743.）。

（

）
M
olinier①

,p.474.

20
（

）
Ibid.,loc.cit.

21
（

）
M
olinier①

,p.464;ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
司
法
行
政
官
創
設
の
根
底
に
は
、
ル
イ
九
世
の
敬
虔
な
贖
罪
の
意

22識
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
Boutaric②

,t.2,p.107.）。

（

）
M
olinier①

,p.465.

23
（

）
以
上
、
Boutaric①

,pp.386-388;王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
伯
公
開
状
に
よ
れ
ば
、
伯
巡
察
使
の
任
務
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領
に

24お
け
る
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
と
先
代
伯
レ
モ
ン
七
世
の
大
い
な
る
過
ち
forefacta
を
正
し
、
徴
税
官
以
下
の
属
僚
の
行
き
過
ぎ
を
改
め
る
こ

と
に
あ
る
：
«
N
os
ad
partes
T
holosanas
m
ittim
us
dilectum
[…
…
]pro
forefactis
nostre
et
bone
m
em
orie
Raim
undi
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com
itis
T
holose,una
cum
dilecto
[…
…
]
em
endandis,nec
non
pro
forefactis
ballivorum
et
servientum
sim
iliter

corrigendis.»（
T
résor
des
chartes,J.307,no
55,fol.2.,cité
par
Boutaric①

,p.392,n.2.）

（

）
以
下
、
M
olinier①

,p.466
etpp.475-477.を
参
照
。

25
（

）
通
常
「
改
革
す
る
」
と
訳
さ
れ
る
ラ
テ
ン
語
の
reform
areは
、
そ
も
そ
も
「
再
形
成
す
る
・
改
鋳
す
る
・
変
え
る
・
改
め
る
・
元

26に
戻
す
・
再
建
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
、
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
今
日
的
な
意
味
で
の
抜
本
的
変
革
が
想
起

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
扱
う
盛
期
中
世
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
改
革
」
概
念
は
、
本
来
の
語
義
に

従
っ
た
「
弊
害
を
除
去
し
、
制
度
を
再
調
整
し
て
歴
史
的
に
等
価
な
も
の
を
再
現
・
修
復
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
基
本
的
に
は
新
た
な

創
造
を
行
な
わ
な
い
」
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
中
世
〜
近
世
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
改
革
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
J.A
.

Carey,JudicialR
eform
in
France
before
the
R
evolution
of1789,H
arvard
U
niversity
Press,1981.を
参
照
。

（

）
こ
こ
に
、「
各
人
に
各
人
の
も
の
を
分
配
せ
よ
Suum
cuique
tribuere」（
D
.1.1.10.pr.）
と
し
て
ロ
ー
マ
法
に
定
義
さ
れ
た
正
義

27を
果
た
そ
う
と
す
る
、「
正
す
者
justicier」
た
る
国
王
の
理
想
像
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（

）
こ
の
点
に
つ
き
ウ
ッ
ド
は
、
属
僚
に
対
し
て
親
王
が
発
す
る
「
通
達
m
andem
ents」
は
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
も
の
以
外
ほ

28と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
た
め
に
、
他
の
親
王
と
の
比
較
に
お
い
て
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
王
権
へ
の
忠
実
度
を
推
し
量
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
兄
王
を
自
ら
の
行
政
の
指
針
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
Ch.T
.W
ood,op.cit.,p.95,n.12.）
と
し
て
、
王

弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
行
政
に
対
し
、
カ
ペ
ー
朝
王
権
に
よ
る
親
王
領
政
策
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
重
要
性
を
認
め
て
い
る
。

（

）
マ
ン
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
典
型
的
な
北
仏
の
中
央
集
権
的
領
邦
君
主
で
あ
り
、
一
二
四
九
〜
一
二
七
一
年
ま
で

29の
二
〇
年
あ
ま
り
の
統
治
期
間
の
う
ち
、
実
際
に
南
仏
所
領
に
滞
在
し
た
の
は
約
一
カ
月
に
過
ぎ
な
い
：
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
主
都
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
に
滞
在
し
た
の
は
、一
二
五
一
年
五
月
二
三
〜
二
九
日
と
一
二
七
〇
年
四
月
二
一
〜
三
一
日
・
五
月
一
三
〜
一
六
日
で
あ
り
、そ
の

滞
在
期
間
の
ほ
と
ん
ど
は
死
の
直
前
、
十
字
軍
出
征
の
た
め
チ
ュ
ニ
ス
へ
向
け
出
発
す
る
際
に
集
中
し
て
い
る
（
J.H
.M
undy,Society

and
governm
entatT
oulouse
in
the
age
ofthe
Cathars,PIM
S,1997,p.244.[M
undy①

]）。

（

）
彼
ら
代
表
的
な
重
臣
三
名
の
人
物
誌
は
、
Fournier
et
Guébin,E
nquêtes
adm
inistratives
d’A
lfonse
de
Poitiers,Paris,

301959.に
詳
し
い
：
ギ
ー
・
フ
ー
コ
ワ
（
pp.X
X
V
II-X
X
X
V
III.）、
ポ
ン
ス
・
ア
ス
ト
ー
（
p.X
LIII.）、
シ
カ
ー
ル
・
ア
ラ
マ
ン
（
pp.

LX
X
X
II-LX
X
X
V
.）。
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（

）
実
務
に
お
い
て
は
、
伯
巡
察
使
に
寄
せ
ら
れ
た
当
事
者
の
訴
え
の
概
要
と
、
こ
れ
に
対
す
る
伯
顧
問
会
議
の
解
決
案
が
書
面
に
さ
れ

31て
伯
に
提
示
さ
れ
る
が
、
伯
が
こ
の
提
案
を
認
め
る
際
に
は
、
条
項
の
末
尾
に
placetの
語
を
記
し
、
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
訴

え
を
制
限
し
た
り
、
別
の
解
決
策
を
提
示
す
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
理
由
を
述
べ
る
こ
と
な
く
、
訴
え
を
完
全
に
却
下
す
る
こ
と
も

あ
り
、
こ
れ
ら
伯
に
よ
る
一
連
の
最
終
決
定
権
の
留
保
は
、「
何
が
法
＝
正
義
で
あ
る
か
」
の
決
定
権
が
究
極
的
に
は
君
主
に
あ
る

（
Q
uod
principiplacuitlegis
habetvigorem
:D
.1.4.1.pr.）
と
す
る
、
当
時
の
「
立
法
絶
対
主
義
」
の
現
れ
と
評
価
で
き
よ
う
。

（

）
H
G
L,t.V
III,cc.1345-1352.

32
（

）
M
olinier①
,p.478;さ
ら
に
翌
年
の
一
二
五
五
年
五
月
八
日
に
は
、
ベ
ジ
エ
司
教
館
で
開
催
さ
れ
た
公
会
議
に
お
い
て
登
録
さ
れ

33（
H
G
L,t.V
I,p.842.）、
王
国
全
土
に
適
用
を
拡
大
す
べ
く
、
王
領
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
関
し
て
当
初
ラ
テ
ン
語
で
制
定
さ
れ
た
も
の
が
、

北
フ
ラ
ン
ス
語
に
直
さ
れ
て
い
る
（
O
rdonnances
des
roys
de
France
de
la
troisièm
e
race,t.I,1723,pp.65-75.）。

（

）
H
G
L,t.V
II,IIe
partie,I.Enquêteurs
royaux
所
収
。

34
（

）
M
olinier①

,p.479.

35
（

）
«
Jurabuntigitur
utriusque
baylivie
senescalli,quod
quam
diu
com
issam
sibitenebuntballiviam
tam
m
ajoribus

36quam
m
ediocribus,tam
m
inoribus
quam
advenis,tam
indigenis
quam
subjectis,sine
personarum
et
nationum

acceptione,jus
reddent
cum
judicum
suorum
consilio
juratorum
secundum
jura,usus
et
consuetudines
in
locis

singulis
approbatas.»

（

）
«
Jurabuntinsuperjura
nostra
bona
fide
requirere
etsalvare,etaliorum
jura
scienternecaufferre
necdim
inuere

37nec
eciam
im
pedire.»

（

）
«
Jurabunt
etiam
donum
seu
m
unus
quodlibet
a
quacum
que
persona
per
se
velper
alium
non
recipere,in

38peccunia,argento
velauro
rebus
aliis
quibuscum
que
m
obilibus
velinm
obilibus
velse
m
oventibus,velbeneficiis

personalibusvelperpetuis,preteresculentaetpoculenta,quorum
valorin
unaebdom
andasum
m
am
decem
solidorum

Parisiensium
non
excedat,etquod
dona
seu
beneficia
dariuxoribussuisque
liberis,fratribusvelsororibus,nepotibus,

neptibus
vel
consanguineis
vel
consiliariis
vel
suis
dom
esticis
m
inim
e
procurabunt,im
m
o
bona
fide
diligentiam

adhibebunt,ne
uxores
eorum
velalie
persone
proxim
e
nom
inate
dona
velm
unera
recipiant.Q
uod
sifecerint,ex
quo
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hoc
sciverintsenescalli,eos
ad
restitutionem
com
pellentsub
debito
juram
ento.»

（

）
«
Jurabuntetiam
,quod
ab
illisdesuasenescallianecab
aliisquicausam
habeantcoram
ipsisvelsciantin
proxim
o

39habiturosm
utuum
non
recipientperse
velperalium
ultra
sum
m
am
X
X
librarum
,quasreddenta
die
contractim
utui

infra
duos
m
enses,licetetiam
creditor
velitsolutionis
term
inum
prorogare.»

（

）
«
A
ddetur
etiam
juram
ento
eorum
,quod
nichil
dabunt
vel
m
ittent
alicui
de
nostro
consillio
vel
uxoribus

40eorum
dem
,liberisautdom
esticis,velillisquicom
potum
eorum
recipient,velillisquosad
visitiandam
terram
velfacta

eorum
exquirenda
m
ittem
us.»

（

）
«
Q
uod
etiam
ballivos
infideles
seu
injuriosos
etim
probos
exactores
velde
usuris
suspectos
velturpem
aperte

41ducentes
in
suo
non
sustinebunterrore,im
m
o
eorum
excessus
corrigentbona
fide.»

（

）
«
Jurabuntetiam
judicesetlocorum
vicariisingulorum
,quod
nec
ipsissenescallisveleorum
uxoribus,liberisvel

42propinquis
sive
dom
esticis
quidquid
dabunt,etin
fine
juram
enticoncludentse
universa
etsingula
supradicta
bona

fide
servare
nec
quicquam
per
se
velper
alium
in
fraudem
facere
predictorum
.»;«
V
icarios
autem
,quos
senescalli

quandoque
per
se
substituunt,nolum
us
ab
ipsis
institui,nisiprius
sub
form
a
predicta
prestiterintjuram
entum
.»

（

）
«
U
tvero
hec
officialium
juram
enta
firm
ius
observentur,volum
us
quod
in
publica
assizia
fiantcoram
clericis
et

43laicisab
om
nibusetsingulissupradictisetsiantea
facta
fuerintcoram
nobis,utnon
solum
m
entu
divine
indignationis

etnostre,setetiam
confusionis
eterubescentie
apud
hom
ines
perjurium
m
anifestum
incurrere
vereantur.»

（

）
こ
う
し
た
職
務
に
対
す
る
誠
実
宣
誓
義
務
は
、
後
述
の
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
司
法
改
革
令
（
一
二
五
四
年
頃
）
に
も
定
め
ら

44れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
細
目
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
贈
物
の
受
領
や
過
度
の
饗
応
を
受
け
る
こ
と
が
大
ま
か
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
に
と
ど

ま
る
（
M
olinier①

,p.479.）。

（

）
«
Setnec
occasione
crim
inis
seu
delictidetineantaliquem
personaliter,quivelitetveleatydonee
satisdare,nisi

45crim
inis
hoc
requirat
enorm
itas,de
quo
confessione
propria
vel
probatione
legittim
a
sit
convictus,vel
nisi
tam

violentis
presum
ptionibus
urgeatur,utjudex
cognoscatreum
esse
personaliter
detinendum
.»

（

）
«
Et
quia
in
dictis
senescalliis
secundum
jura
et
terre
consuetudinem
fit
inquisitio
in
crim
inibus,volum
us
et

46
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m
andam
usquod
reo
petentiacta
inquisitionistradanturex
integro.»;当
時
の
北
仏
慣
習
法
地
域
で
は
、
刑
事
予
審
は
非
公
開

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
は
当
該
規
定
を
南
仏
で
の
王
権
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
受
容
の
証
と
見
る
（
Boutaric①

,p.149.）
が
、

モ
リ
ニ
エ
は
こ
れ
を
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
古
来
の
慣
習
法
（
南
仏
を
特
徴
付
け
る
書
面
主
義
）
で
あ
る
と
す
る
（
M
olinier①

,p.479.）。

（

）
«
Personas
autem
honestas
et
bone
fam
e,etiam
sisint
pauperes,ad
dictum
testis
unicisubditorm
entis
seu
in

47questionibus
inhibidem
us,ne
hoc
m
etu
velconfiterifalsum
velsuam
vexationem
redim
ere
com
pellantur.»

（

）
«
Caveant
tam
en
judices
et
ballivi,[ne]velterroribus
velm
achinationibus
callidis
clam
velpalam
aliquem
ad

48em
endam
offerendam
inducantvelsine
causa
rationabiliaccusent.»

（

）
«
Porro
viam
m
alefeciis
volentes
precludere,quantum
possum
us,firm
iter
inhibem
us
ne
senescalliautinferiores

49balliviin
causiscrim
inalibusvelcivibussubditosnostroslocorum
m
utatione
fatigent,setsingulosin
illislocisaudiant,

ubiordinarie
consueveruntaudiri,ne
gravatilaboribusetexpensiscoganturcedere
jurisuo.»;マ
ン
デ
ィ
は
、
こ
れ
ら
刑

事
裁
判
に
お
け
る
一
連
の
被
疑
者
の
保
護
と
い
う
も
の
が
、
中
世
に
お
け
る
司
法
改
革
関
連
諸
法
に
共
通
す
る
観
念
で
あ
り
、
特
に
イ
タ

リ
ア
の
都
市
国
家
や
法
学
派
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
法
学
の
影
響
を
推
定
（
M
undy①

,pp.259-260.）
し
て
お

り
、
こ
う
し
た
施
策
は
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

（

）
«
D
em
um
perversam
consuetudinem
abolentes,que
in
aliquibuscuriisnostriscirca
judicialesexpensasetpenas

50succum
bentium
in
judiciisdiu
fueratobservata,volum
usetm
andam
usquod
in
litisinicio
contestate
reddantpignora

littigantes
ad
valorem
decim
e
partis
litis
velestim
ationis
ejusdem
,que
pignora
partibus
recredantur,nec
in
toto

processu
negociilevetur
aliquid
pro
expensis,seteo
finito,per
com
positionem
velsententiam
solvatcurie
quivictus

fueritpartem
decim
am
ejus,in
quo
subcubuerit,velestim
ationem
ejusdem
,etsiam
bo
pro
parte
vicitfuerint,solvat

quilibet
pro
parte
in
qua
succum
bet.│
Q
uivero
litis
principio
reddere
pignora
non
poterunt,dent
fidejussores

ydoneos,etsinec
illos
valuerint,juram
entis
propriis
com
ittatur.»

（

）
«
Siquisautem
,ab
alio
ex
facto
proprio
veldicto
conventus,factum
suum
proprium
sive
dictum
postjuram
entum

51prestitum
in
judicio
negare
presum
pserit,
et
legitim
a
probatione
convictus
fuerit,
condem
pnatus
beneficium

appellationis
am
ittat.»
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（

）
«
O
m
nes
autem
ballivos
nostros
m
ajores
etm
inores,finito
officio,rem
anere
volum
us
velsaltem
procuratorem

52sufficientem
dim
ittere
in
ipsa
ballivia
perquinquaginta
dies,utde
se
conquerentibuscoram
illisrespondeant,quibus

hoc
com
ittem
us.»

（

）
こ
こ
で
の
表
現
「
こ
れ
を
宣
言
し
、
変
更
し
、
あ
る
い
は
修
正
し
、
付
け
加
え
、
縮
減
す
る
declarandi,m
utandi,veleciam

53corrigendi,addendivelm
inuendi」
は
、
ヴ
ィ
テ
ル
ボ
の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
が
『
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
武
勲
詩
Carm
en
de
gestis

Friderici』
で
伝
え
て
い
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
＝
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
と
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
四
博
士
の
逸
話
に
表
れ
た
、
新
勅
法
（
N
.105.2.4）
に
基

づ
く
「
唯
一
の
立
法
者
solus
conditor
legis」
に
し
て
「
生
け
る
法
lex
anim
ata」
た
る
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
、
す
な
わ
ち
「
汝
は
生

け
る
法
lex
viva
た
り
。
汝
は
法
を
与
え
、
廃
止
し
、
制
定
す
る
dare,solvere,condere
legesこ
と
を
得
。﹇
…
…
﹈
汝
は
魂
あ
る

法
lex
anim
ata、
そ
の
意
思
に
よ
っ
て
万
物
を
導
く
」（
cité
parL.M
ayali,«
Lex
anim
ata
»,R
enaissnacedu
pouvoirlégislatif

etgenèse
de
l’É
tat,A
.Rigaudières
etA
.Gouron
dir.,M
ontpellier,1987,p.155.）
の
木
霊
と
し
て
捉
え
得
る
。
ク
リ
ネ
ン
は
、

こ
れ
を
中
世
ロ
ー
マ
法
学
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
、「
唯
一
の
立
法
者
に
し
て
法
解
釈
者
た
る
皇
帝
」
と
い
う
帝
政
後
期
の
皇
帝
像
に

基
づ
く
立
法
絶
対
主
義
の
表
れ
と
評
価
し
て
い
る
（
K
rynen②

,p.158.）。
立
法
者
た
る
ロ
ー
マ
皇
帝
の
絶
対
権
に
つ
い
て
は
、
J.Gau-

dem
et,L’em
pereurinterprète
du
droit,in
FestschriftfürE
rnstR
abel,II,T
übingen,1954,pp.169-203.に
詳
し
い
。
こ
う

し
た
立
法
権
を
中
核
と
す
る
絶
対
権
に
基
づ
く
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
朝
期
の
世
界
帝
国
理
念
（
特
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
）
と
ル
イ
九
世
の

比
較
に
つ
い
て
は
、
J.Chiffoleau,art.cit.,pp.13-23.を
参
照
。

（

）
H
G
L,t.V
III,cc.1351-1356.

54
（

）
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
は
、
こ
こ
か
ら
国
王
の
主
導
を
推
定
す
る
（
Boutaric②

,p.539.）。

55
（

）
M
olinier①

,p.481.

56
（

）
«
Item
quilibetsenescallus,prepositusetbajulus,posteorum
adm
inistrationem
finitam
,debetin
loco
sue
bajulie

57unius
m
ensis
spatio
rem
anere,utsicontra
ipsum
velsuos
allocatos
dicere
voluerintab
ipso
aliquid
extorsisse,juri

pareat,et
siculpabilis
inventus
fuerit,em
endere
cogatur,sin
autem
,liberetur,et
sialiquam
aliam
querim
oniam

proponerevoluerint,juxtaculpequalitatem
etm
odum
ajudicepuniatur,etin
assisiistotum
istud
publicetur.»;ル
イ
九

世
の
司
法
改
革
令
で
は
「

日
間
quinquaginta
dies」
と
な
っ
て
お
り
、
当
該
伯
令
で
は
滞
在
期
間
が
短
縮
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
註

50
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(
)参
照
）。

52

（

）
«
Et
eo
tem
pore
quo
rem
anserit
ibi,habeat
solum
m
edietatem
stipendiorum
suorum
,illorum
que
habebat

58tem
pore
sue
adm
inistrationis,etnon
plus.»

（

）
«
D
e
judicibus,quod
non
instituantur
per
senescallum
,sed
per
dom
inum
com
item
velper
aliquem
nom
ine

59ipsius.»

（

）
«
Item
quod
judices
nihilpercipianta
litigatoribus
nec
ratione
com
prom
issiexpensas
exigant,quando
continget

60litigatores
se
exponere
arbitorio
eorum
dem
.»

（

）
«
Item
quod
senescallus,judices
etballiviregantterram
secundum
jura
etconsuetudines
etusus
patrie,etut

61condem
nationes
fiant
in
m
aleficiis
per
sententiam
,non
ex
sola
voluntate,nec
super
iis,precipue
in
ardius
negotiis,

preter
consensum
dom
inicom
itis
facile
procedatur
ad
viam
com
positionis
cum
curia
faciende,quia
tunc
im
m
inet

periculum
etdom
inio
com
itis
etcondem
nandis;sifiatcom
positio,fiatcum
testim
onio
jurisperitorum
.»

（

）
«
Item
utm
oderate
condem
nationem
faciant.»

62
（

）
«
Item
utpene
corporales
in
pecuniarias
non
convertantur
velcom
m
utentur.»

63
（

）
«
Item
excessussenescalli,judicum
,ballivorum
etom
nium
officialium
juxta
qualitatem
culpe,veritate
com
perta,

64puniantur
publice,utexem
plo
illorum
aliicorrigantur,non
enim
sufficitsola
restitutio
illicite
receptorum
.»

（

）
«
Item
ut
om
nibus
sint
cim
m
unes
in
redditione
justitie,et
non
dehonestent
m
ilites
et
alios
bonos
viros
verbis

65contum
eliosis,etquod
benigne
audiantom
nes
conquerentes.»

（

）
«
Item
ut
non
supponant
facile
hom
ines
questionibus
et
torm
entis,nisiquod,sidebeant,sententialiter
fuerit

66pronunciatum
.»

（

）
«
Item
uthom
ines
non
detineantur
capti,quiparatifuerintsatisdare,nisiqualitas
crim
inis
hoc
requirat.»

67
（

）
«
Item
ut
conquerentes,
qui
ad
presentiam
dom
ini
com
itis
attendunt,
non
m
olestentur
propter
hoc
vel

68graventur.»

（

）
«
Item
ne
senescallus
aut
inferiores
balliviveljudices,in
causis
aut
negotiis
quibuscum
que,subditos
locorum

69
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m
utatione
fatigent
sine
causa
rationabili,et
singuliaudienter
in
locis
ubiordinarie
consueverunt
audiri,ne
gravati

laboribus
etexpensis,cogantur
cedere
jurisuo.»

（

）
M
olinier①

,p.482.

70
（

）
H
G
L,t.V
II,IIe
partie,I.Enquêteurs
royaux,K
.II.,cc.426-430.

71
（

）
«
Cum
in
A
gennensietCaturcensidiocesibus,preterquerim
oniassingularium
personarum
,a
bonisacceperim
us

72gravibusque
personis
m
ulta
in
eisdem
pro
divini
nom
inis
reverentia
et
honore
dom
ini
com
itis
reform
anda,nos

Joannes
de
D
om
ibus
m
iles,m
agister
Guido
Fulcodii,etc.,donec
dom
inus
noster
com
es
disponat
aliter,cujus
in

om
nibus
augendis
vel
m
inuendis
vel
in
form
am
aliam
trans.（
sic）
trahendis
arbitrium
rem
itim
us,de
bonarum

personarum
consilio,hec
ad
presens
duxim
us
recitanda.[…
…
]A
cta
sunthec
etrecitata
in
ecclesia
SanctiJacobide

M
ontealbano,presentibus
venerabilibus
patribus
R.T
holosano
etB.Caturcensiepiscopis,P.abbate
M
ontisalbani,et

dom
ino
Sicardi（
sic）
A
lam
anni,Poncius
Estouldus（
sic）,etm
ultis
aliis
ibidem
publice
convocatis,anno
D
om
iniM
o

CCo
Lo
secundo.»（
下
線
部
著
者
）;下
線
部
か
ら
は
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
に
よ
る
南
仏
所
領
統
治
の
改
善
点
を
検
討
し
た
う
え
で
好

ま
し
い
施
策
を
提
言
す
る
、
伯
の
巡
察
使
の
高
度
な
政
治
目
的
が
垣
間
見
え
る
。

（

）
«
Q
uia
vero
propter
m
ultitudinem
ballivorum
,
quos
in
partibus
istis
invenim
us,
m
ultiplicata
com
perim
us

73gravam
ina
subjectorum
,
eam
resecare
volentes,
dixim
us
et
injunxim
us
senescallo,
quod
in
singulis
locis,
ubi

consueverunt
teneri
ballivi,unicus
sit
bajulus,qui
jurisdictionis
habeat
exercicium
,[…
…
]
In
exercenda
autem

jurisdiccione
ballivi,quieruntsub
senescallo,suisfinibussintcontenti,proutipse
dom
inuscom
esstatuitetm
andavit.

N
e
videlicet
pignoraciones
cum
arm
is
vel
insulutu
faciant
in
castris
aliorum
vel
villis
sine
senescalli
speciali

m
andato,...»

（

）
«
D
icim
us
etiam
quod
ballivisub
senescallo,cum
eis
aliquorum
crim
ina
delata
fuerint,de
quibus
sitsecundum

74usum
terre
etcuriarum
consuetudinem
inquirendum
,fideliter
etcum
bono
consilio,servato
m
ore
laudabiliregionis,

veritatem
inquirantetnullam
exposicionem
（
sic）
faciantsine
consilio
etconsensu
senescalliveljudicis,presentata

prius
eisdem
inquisicione
et
litera,secundum
quam
sidelictum
velaccusatum
viderint
innocentum
,non
m
inis
vel

法学研究 84 巻 10 号（2011：10）

56



terroribusvelsim
ulacionibusad
com
posicionem
inducant.Sivero
crim
en
probatum
fuerit,faciantquod
divino
honori

etdom
inicom
itis
etterre
satu（
sic）
secundum
jus
etbonas
terre
consuetudines
viderintexpedire.Sivero
crim
en

probatum
non
fuerit,tam
en
staretinfam
ia
etquasicom
unis
suspicio
contra
illum
quifueritaccusatus,sise
gratis
ad

pecem
faciendam
contra
curiam
reus
obtulerit,
faciant
quod
secundum
D
eum
et
suas
consciencias
viderint

faciendum
.»

（

）
«Caveantautem
ballivi,nesubditosetm
axim
epaupereslocorum
m
utacionefatigent,necsinesenescallim
andato

75veljudicis,de
quo
literas
habeant,aliquem
ire
com
pellant
pro
causis
peccunariis
velcrim
inalibus
extra
locum
,ubi

crim
en
estinquirendum
velcausa
audienda.»

（

）
«
Jurentautem
balliviom
nes,quosponentem
ptores,form
am
istam
servare
etjusom
nibusfideliterreddere
tam

76indigenis
quam
extraneis,etnec
prece
nec
precio,odio
velam
ore
justiciam
alicujus
m
inuere
veletiam
retardare.»

（

）
M
olinier①

,p.483.

77
（

）
H
G
L,t.V
III,cc.1325-1329.

78
（

）
«
Cum
in
pluribus
locis
com
itatus
T
holose
preter
querim
onias
singularum
personarum
,a
bonis
acceperim
us

79gravibusque
personis
m
ulta
in
eisdem
pro
divini
nom
inis
reverentia
et
honore
dom
ini
com
itis
reform
anda,nos

Joannes
de
D
om
ibus
m
iles,
m
agister
Guido
Fulconis（
sic）,
Petrus
Bernardi,
fratres
Johannes
de
Casanova
et

Philippus
ordinis
fratrum
M
inorum
,donec
dom
inus
noster
com
es
disponat
aliter,cujus
in
om
nibus
augendis
vel

m
inuendisvelin
form
am
aliam
transm
utandisarbitrium
retinuim
us,de
bonarum
personarum
consilio
hec
ad
presens

duxim
usrecitanda.[…
…
]D
atum
T
holose,diem
ercuriiproxim
apostRam
osPalm
arum
,annoD
om
iniM
CC
LIIII.»;前

掲
註
(
)参
照
。

72

（

）
『
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
概
史
』
の
編
纂
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
、
一
八
世
紀
末
の
古
文
書
学
者
ヴ
ェ
セ
ッ
ト
師
に
よ
れ
ば
、
頭
書
き
も
末
尾

80の
日
付
も
な
い
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
令
は
、
一
七
世
紀
末
に
国
務
顧
問
官
を
務
め
た
フ
ー
コ
ー
氏
の
旧
蔵
写
本
の
中
に
見
出

さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
三
世
紀
末
の
証
書
台
帳
で
あ
り
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
慣
習
法
と
そ
の
註
釈
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
や
自
治
都
市
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
に
関
す
る
様
々
な
証
書
そ
の
他
が
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
伯
令
が
一
二
五
四
年
一
二
月
の
ル
イ
九
世
の
大
王
令
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に
続
い
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
司
法
改
革
令
の
諸
条
項
に
多
数
の
一
致
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
王
令
は
主
と
し
て
ボ
ー
ケ
ー

ル
と
カ
ル
カ
ッ
ソ
ン
ヌ
の
ふ
た
つ
の
総
代
官
区
の
た
め
に
制
定
さ
れ
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
も
同
じ
頃
に
よ
く
似
た
伯
令
を
、
ト
ゥ
ー

ル
ー
ズ
総
代
官
区
を
は
じ
め
と
す
る
自
ら
の
所
領
に
お
い
て
公
布
し
た
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
（
H
G
L,t.V
III,c.1356,N
ote
de

dom
V
aissete.）。
モ
リ
ニ
エ
は
、
当
該
写
本
は
紛
失
し
た
と
見
て
い
る
（
ibid.loc.cit.,n.1.）
が
、
そ
の
後
ジ
ル
に
よ
っ
て
、
当
該

写
本
は
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
所
蔵
の
m
s.latin.9187.で
あ
る
と
同
定
さ
れ
、
実
際
そ
の
pp.75b-77a.に
は
一
二
五
四
年
の
大
王
令
が
、

続
く
pp.77a-78a.に
は
当
該
伯
令
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ヴ
ェ
セ
ッ
ト
師
の
記
述
の
正
確
さ
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
H
.Gilles,Les
cou-

tum
es
de
T
oulouse
(1286)etleur
prem
ier
com
m
entaire
(1296),T
oulouse,1969,p.50.）。

（

）
モ
リ
ニ
エ
は
こ
れ
ら
司
法
改
革
令
の
先
後
関
係
に
つ
き
、
一
二
四
七
年
と
一
二
四
八
年
に
派
遣
さ
れ
た
国
王
の
巡
察
使
の
元
に
寄
せ

81ら
れ
た
陳
情
に
基
づ
く
も
の
と
し
つ
つ
も
、
ル
イ
九
世
の
司
法
改
革
王
令
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
南
仏
の
人
々
に
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
よ

る
支
配
を
受
け
入
れ
さ
せ
、
四
〇
年
に
わ
た
る
戦
争
と
悪
し
き
行
政
に
よ
る
荒
廃
か
ら
の
回
復
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
王
弟
ア
ル

フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
令
も
、
兄
王
の
そ
れ
を
真
似
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
目
的
を
持
ち
同
様
の
結
果
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と

す
る
（
H
G
L,t.V
I,pp.841-842,n.6.）。
さ
ら
に
ウ
ッ
ド
は
、
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
令
の
起
草
に
際
し
て
伯
の
顧
問
官

ギ
ー
・
フ
ー
コ
ワ
の
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
を
強
調
し
、
か
の
者
が
実
際
に
ル
イ
九
世
の
司
法
改
革
令
の
起
草
に
関
わ
っ
た
か
ど
う
か

は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
一
二
五
五
年
の
ベ
ジ
エ
公
会
議
に
当
該
王
令
を
提
示
す
べ
く
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
に
通

じ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
公
会
議
の
後
に
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
巡
察
使
に
任
命
さ
れ
た
際
に
作
成
し
た
報
告
書
が
王
弟
ア

ル
フ
ォ
ン
ス
の
司
法
改
革
令
の
発
布
を
促
し
た
と
見
て
い
る
（
W
ood,op.cit.,p.114：
但
し
、
当
該
司
法
改
革
令
の
発
布
を
一
二
五
五

年
と
推
定
し
て
い
る
）。

（

）
以
下
の
記
述
は
、
主
と
し
て
ブ
ー
タ
リ
ッ
ク
に
よ
る
整
理
に
基
づ
く
（
Boutaric①

,pp.368-369;Boutaric②

,pp.546-547.）。

82
（

）
Isam
bertetal.,R
ecueilgénéraldes
anciennes
lois
françaises,depuis
l’an
420
jusqu’à
la
révolution
de
1789,t.1,

83Paris,p.288,n.1.

（

）
Ch.V
.Langlois,Les
origines
du
Parlem
entde
Paris,R
evue
H
istorique,t.42,Paris,1890,pp.99-102.

84
（

）
「
誤
判
の
訴
え
が
認
め
ら
れ
て
い
る
地
に
お
い
て
判
決
の
誤
り
を
申
し
立
て
る
者
が
い
る
場
合
、
決
闘
は
行
な
わ
れ
ず
、
申
立
と
応

85答
、
そ
の
他
訴
え
の
誤
り
は
朕
の
法
廷
に
て
聴
き
入
れ
ら
れ
る
Se
aucuns
viautfauser
jugem
enten
païs
là
où
faussem
enz
de
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jugem
entafiert,iln’iavra
pointde
bataille,m
aisliclaim
etliresponsetliautre
errem
entdou
plaitserontraporté
en

nostre
cort...」（
P.V
iolletéd.,Lesétablissem
entsde
saintLouis,t.1,Paris,1881,p.492.）;当
王
令
の
制
定
年
代
に
つ
い
て
は

諸
説
あ
る
が
、
本
稿
で
は
タ
ル
デ
ィ
フ
の
同
定
（
E.-J.T
ardif,La
date
etle
caractère
de
l’ordonnance
de
saintLouis
sur
le

dueljudiciaire,Paris,1887.）
に
従
い
、
一
二
五
八
年
頃
と
す
る
。
ま
た
『
ボ
ー
ヴ
ェ
ジ
慣
習
法
書
』（
一
二
八
三
年
）
に
は
、
臣
従

礼
の
序
列
に
従
っ
て
「
代
官
prévôt↓
総
代
官
bailli↓
国
王
」
の
順
に
上
訴
す
べ
き
で
あ
り
、
跳
躍
上
訴
は
認
め
な
い
旨
の
規
定

（
Ph.de
Beaum
anoir,Coutum
esdeBeauvaisis,éd.parA
m
.Salm
on,t.2,Paris,1900,p.399,§1774.）
が
見
ら
れ
、
一
三
世
紀

末
の
北
仏
に
お
け
る
上
訴
制
の
あ
り
方
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

）
Boutaric①
,p.370.

86
（

）
J.H
.M
undy,Liberty
and
politicalpow
erin
T
oulouse:1050-1230,Colum
bia
U
niversity
Press,1954,p.100
etp.311,

87n.54.[M
undy②

]

（

）
こ
の
よ
う
な
「
同
輩
裁
判
制
」
の
原
則
は
君
主
と
臣
民
の
間
に
も
拡
張
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
«
N
elle
liticolsenior,non

88avendo
superiori,erano
giudicatida
pari»と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
E.Besta,Ildiritto

pubblico
italiano:dalla
costituzione
delSacro
R
om
ano
Im
pero
sino
alprincipio
delsecolo
undecim
o,Padova,1928,p.

163.）。
他
方
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
に
関
し
て
先
進
的
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
で
は
、
自
治
都
市
の
執
政
官
が
封
建
領
主
の
代
官
loco-

positiの
裁
判
権
を
簒
奪
す
る
に
際
し
て
、
民
事
を
担
当
す
る
裁
判
官
を
備
え
た
裁
判
所
を
創
設
し
、
既
に
一
二
世
紀
中
頃
に
は
そ
れ
が

「
上
訴
裁
判
所
curia
appellationum
」
に
発
展
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
E.M
ayer,Italienische
V
erfassungsgeschichte
von
der

G
othenzeitbis
zur
Zunftherrschaft,band
2,Leipzig,1899,pp.546-557.）。

（

）
M
undy②

,p.143
etp.353,n.43.

89
（

）
«
Licetin
juribus
nostris,proutm
ultorum
relatione
didicim
us,vos
sepe
reddideritis
onerosos,nobis
tam
en
non

90placetquod
nostervicariusT
holose
sine
nostro
specilaim
andato
vobisaliquam
faciatnovitatem
.Cito
tam
en,favente

D
om
ino,certos
nuntios
nostros
videbitis,quivobis
super
confirm
atione
m
onete
quam
petitis,secundum
vestrum

beneplacitum
,taliter
respondebunt,quod
inde
debitis
esse
contenti.Super
aliis
etiam
que
de
segiatore
et
sustide

m
onete
ac
aliis
nobis
scripsistis,vobis
respondebim
us
per
eosdem
.»（
A
.M
olinier,Correspondance
adm
inistrative
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d’A
lfonse
de
Poitiers,t.II,Paris,1900,no
2096,p.602.）

（

）
前
掲
註
(
)。

91

54

（

）
マ
ン
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
周
辺
領
域
に
対
す
る
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
「
コ
ン
タ
ー
ド
支
配
」（
イ
タ
リ
ア
都
市
国
家
に
典
型
的

92に
見
ら
れ
る
領
域
支
配
形
態
）
は
、
ア
ル
ビ
十
字
軍
後
期
に
絶
頂
を
迎
え
、
都
市
に
よ
る
裁
判
所
統
制
を
伯
領
全
土
に
及
ぼ
し
て
い
た
と

さ
れ
る
（
M
undy①

,pp.250-256;周
辺
領
域
に
対
す
る
自
治
都
市
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
支
配
形
態
を
「
コ
ン
タ
ー
ド
支
配
」
と
す
る
通

説
的
見
解
に
対
す
る
有
力
な
反
論
は
、
図
師
宣
忠
「
中
世
盛
期
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
の
編
纂
と
都
市
の
法
文
化
」

『
史
林
』
九
〇
巻
二
号
、
四
二
〜
四
八
頁
を
参
照
）。
し
た
が
っ
て
王
弟
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
が
、
同
じ
く
執
政
官
政
を
と
り
な
が
ら
も
伯
に
従

属
す
る
「
新
設
都
市
bastide」
を
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
周
辺
領
域
に
相
次
い
で
創
設
し
（
レ
モ
ン
七
世
逝
去
時
：
九
都
市
／
ア
ル
フ
ォ
ン
ス

逝
去
時
：
約
九
六
都
市
）、
特
許
状
に
よ
っ
て
当
地
の
慣
習
法
を
承
認
す
る
際
に
は
、
常
に
伯
の
「
上
位
権
superioritas」
を
留
保
し

つ
つ
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
の
権
威
に
対
抗
し
て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
司
法
改
革
令
に
よ
る
上
訴
制
の
整
備
は
、
領
内
の
裁
判
機

構
に
お
け
る
諸
々
の
執
政
官
府
の
位
置
付
け
を
モ
デ
ル
化
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
以
上
、
一
三
世
紀
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
伯
領

に
お
け
る
「
新
設
都
市
」
政
策
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
O
.de
Saint-Blanquat,Com
m
ent
se
sont
créées
les
bastides
du

Sud-O
uestde
la
France,in
A
nnales:E
SC
3（
1949）,pp.278-289.参
照
。

（

）
«
Item
quod
a
consulibusT
olose
appelleturad
vicarium
dom
inicom
itis,etquod
judex
curie
vicariicognoscatde

93om
nibusillisappellationibusautoritatevicarii.Item
quod
asententiisdom
inivicariiappelleturad
senescallum
,etquod

judex
quicontinue
est
cum
senescallo
T
olose,cognoscat
de
illis
appellationibus,autoritate
senescalli.Item
quod
a

sententiis
latis
a
singulis
judicibus,quihabent
speciales
judicaturas,appelletur
ad
senescallum
in
cujus
senescallia

suntconstituti,etde
illis
appellationibus
cognoscatjudex
senescalli.Item
quod
a
judicibus
senescalli,nom
ine
dom
ini

com
itis
constitutis,appelletur
ad
senescallum
,nisicum
consilio
suo
lata
fuerit
sententia,et
quod
senescallus
tunc

com
m
ittat
causam
appellationis
bonis
personis
non
suspectis.Item
quod
a
sententiis
latis
per
senescallum
,tam
in

principalibus
causis
quam
in
causis
appellationum
,velper
judices
quibus
ipsius
senescallicausas
com
m
iserint,ad

dom
inum
com
item
appelletur.»

（

）
一
二
九
五
年
九
月
八
日
の
執
政
官
府
決
議
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
、
通
称
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
政
庁
の
白
書
Liber
A
lbus
dom
us

94
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com
m
unis
T
holose」
と
呼
ば
れ
る
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
の
公
式
登
録
簿
（
A
A
3：
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
市
立
古
文
書
館
所
蔵
）
に
は
、

ル
イ
九
世
の
司
法
改
革
王
令
の
み
が
収
録
さ
れ
、
上
訴
制
を
定
め
た
当
該
伯
令
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
も
、
自
治
特
権
と
対
立
す

る
上
訴
制
へ
の
抵
抗
が
、
執
政
官
府
の
側
で
意
識
的
か
つ
継
続
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（

）
M
undy①

,p.253
etp.258.

95
（

）
«
D
e
judicibus,quod
non
instituantur
per
senescallum
,sed
per
dom
inum
com
item
velper
aliquem
nom
ine

96ipsius.»

（

）
«Item
quod
judex
appellationis,quantum
poteritetsibividebiturexpedire,sinem
anifestajurisoffensa,abbreviet

97causam
appellationis,
et
quod
ad
requisitionem
appelati
citet
appellantem
vel
contum
aciter
absentem
ad

prosecutionem
appellationis,sicuteijuxta
quantitatem
cause
videbitur
faciendum
.Item
quod
appellatione
pendente

nihilinnovetur,etsifueritinnovatum
,incontinentiper
judicem
appelationis
ad
statum
pristinum
reducatur.»

（

）
M
undy①

,p.312,n.58.

98
（

）
一
二
五
五
年
一
二
月
一
二
日
以
前
の
「
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
執
政
官
府
に
対
す
る
伯
の
覚
書
」
で
は
、
執
政
官
府
の
裁
判
所
で
は
職
務
宣

99誓
し
た
裁
判
官
が
、
禁
令
に
反
し
て
「
靴
屋
や
毛
皮
職
人
」
あ
る
い
は
「
一
般
人
や
無
学
の
人
」
で
あ
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
：

«[…
…
]et
judicis
sive
etiam
contra
eorum
inhibitionem
expressam
constituunt
sive
eligunt
sibi
judices,scilicet

quem
dam
pelliparium
,sutorem
autquam
libetvilem
personam
etim
peritam
de
villa
T
olose
...»（
H
G
L,t.V
III,c.1376.）

マ
ン
デ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
伯
の
裁
判
権
が
、
伯
と
臣
民
と
の
間
の
封
建
契
約
関
係
を
象
徴
す
る
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

市
民
の
同
輩
た
る
執
政
官
府
の
裁
判
権
は
、
選
挙
制
を
根
拠
と
す
る
「
市
民
＝
都
市
」
の
象
徴
と
し
て
包
括
的
な
も
の
で
あ
る

（
M
undy②

,p.144.）
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
に
お
け
る
素
人
主
義
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
に
お
け
る
同
輩
裁
判
制
を
強
く
示

唆
す
る
も
の
と
な
る
（
前
掲
註
(
)参
照
）。

87

（

）
前
掲
註
(
)参
照
。

100

93

（

）
«
D
e
appelletionibus,que
ad
curiam
dom
ini
com
itis
defferentur,fiat
com
m
issio
in
illa
terra
in
qua
lata
est

101sententia.»
概
し
て
、
様
々
な
事
案
の
処
理
に
当
た
る
べ
く
当
地
に
派
遣
さ
れ
た
、
伯
の
顧
問
官
（
巡
察
使
）
が
こ
の
任
に
当
た
っ

た
が
、
そ
の
任
務
は
各
事
案
一
回
限
り
の
特
別
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
Boutaric②

,p.526;Boutaric①

,p.379.）。
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（

）
«
Item
quod
in
partibus
T
holosanis
constituerentur
aliqua
bona
persona,que
audiret
et
finedebito
term
inaret

102om
nescausasappellationum
interpositarum
ad
dom
inum
com
item
,quiapretextu
dictarum
appellationum
juradom
ini

com
itis
etlitigancium
retardantur.»（
H
G
L,t.V
III,c.1652,§12.）

（

）
«
Statutum
dom
ini
com
itis,ne
aliquis
adeat
ipsum
pro
justicia
obtinenda,nisi
in
defectum
justicie
vel
pro

103appellacione.[…
…
]Sed
ipsi,quod
graviterferim
us,provisionishujusm
odifructum
m
inusprovide
abnuentes,nospro

justiciaassiduisadicionibus,obm
issislocorum
ordinariis,interpellant,quanquam
defectum
justicienon
inveniantapud

ipsos,
non
absque
illorum
contm
ptu,
nostra
m
olestia
et
ipsorum
dispendio
m
anifesto.
V
iam
itaque
hujusm
odi

obstruentesetquietinostreethonoriordinariorum
predictorum
consuelentesetpredictadispendiaevitantes,provide

duxim
us
statuendum
,utnullus...»（
A
.M
olinier,op.cit.,pp.653-654.）

（

）
Boutaric①

,p.377;Boutaric②

,t.2,p.117.

104
（

）
M
undy①

,p.260.

105
（

）
«
Illud
etiam
quod
ex
usu
longevo
defendissim
iliterduxim
usreprobandum
,videlicetquod
superquerim
oniisad

106vicarium
T
holosanum
perlatis
alter
ex
littigatoribus
ejus
possitjurisdictionem
eludere,dum
tam
en
paratum
se
dicat

coram
com
m
unibuslittigare
judicibus,quorum
unum
ipse
protinusnom
inabat,vilem
forte
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,et

alteralium
,etsic
coram
dicto
vicario
postea
m
inim
e
com
parebunt.»（
A
.M
olinier,op.cit.,p.606.）：
こ
の
よ
う
に
、
伯
は

多
忙
を
極
め
る
伯
の
代
官
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
訴
訟
を
減
ら
す
た
め
、
執
政
官
府
の
裁
判
所
が
こ
れ
を
分
担
す
る
よ
う
指
示
を
出
し
て

い
る
が
、
マ
ン
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
君
主
の
権
利
（
裁
判
権
）
の
一
時
停
止
命
令
は
、
他
の
都
市
に
は
見
ら
れ
な
い
稀
有
な
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
。（
M
undy②

,p.311,n.55.）

（

）
A
.Fliche,L’étattoulousain,in
F.LotetR.Faw
tierdir.,H
istoiredesinstitutionsfrançaisesau
M
oyen
Â
ge,t.I,Paris,

107PU
F,1957,p.97.

（

）

こ
の
点
（
特
に
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代
官
裁
判
所
と
執
政
官
府
裁
判
所
の
上
席
権
：
裁
判
先
取
権
を
め
ぐ
る
抗
争
）
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論

108ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
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）
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）
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iniprejudicium
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m
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eum
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seu
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stetur
dicto
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super
dicta
consuetudine
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dicticonsules,
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fuerint,cum
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super
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patientia
dom
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redderetur.»
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scriptis,dom
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habebitconsilium
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